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資料中の「旧計画」は現計画（令和 3年 3月策定）をさします。 

⚫ 排出量等の数値は暫定値です。統計データの更新等により変更となる可能性がありま

す。 

⚫ 黄色マーカー部分は、今後、数値等を追記する箇所です。以下の時期までに追記いたし

ます。 

・第２章 基本方針に関する主な取組及び実績のグラフ：9月中旬（想定） 

※本年度のアクションプラン報告書（別業務）のデータをご提供いただいた後 

・第３章 アンケート結果、ワークショップ結果：8月末 

・コラム作成、写真・カットイラストの挿入：9月末 

⚫ その他、表・図等は、可視性・デザイン性を考慮し、適宜、差し替えます。 
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はじめに 脱炭素社会の実現に向けて 

１ 計画策定の背景・目的 

（１） 計画策定の背景 

近年、地球温暖化とそれに伴う気候変動の影響が世界各地で顕在化しており、国内においても

猛暑、集中豪雨、台風の激甚化など、私たちの生活や地域社会に深刻な影響を及ぼしています。

特に、夏の猛暑による影響は深刻で、毎年のように熱中症による救急搬送者数が増加しています。

高齢者やこどもを中心に、屋内外を問わず命に関わる事例も多発しています。最近では、令和２

年（2020年）７月に、熊本県を中心に九州地方や中部地方など日本各地で集中豪雨が発生し、全

国で 80 人以上の死者、行方不明者を出す大規模災害となりました。こうした過去に類を見ない

ような異常気象による災害は、いまや毎年のように起こっています。 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が令和３年（2021年）８月に公表した第６次評価報告

書では、地球温暖化は人間の影響が原因であることに疑いの余地はなく、世界の平均気温は工業

化以前に比べ既に 1.1℃上昇しており、短期のうちに 1.5℃に到達する見込みであると示していま

す。また、世界気象機関（WMO）は、2024年が観測史上最も暑い年となり、世界の平均気温が

工業化前と比べて約 1.55℃上昇と、単年ではあるが初めて 1.5℃を超えたことを発表しました

（WMO『State of the Global Climate 2024』、2025年 3月 19日公表）。 

これらの影響に対処していくためには、私たちが住む地域から、地球温暖化の原因とされる人

為起源の温室効果ガスの排出を削減していくこと（緩和）と、避けられない気候変動の影響に対

して被害の防止・軽減を図ること（適応）の両方を進めていく必要があります。 

そこで、熊本連携中枢都市圏では、令和２年（2020年）１月に、18市町村（当時）共同で「2050

年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すことを宣言し、令和３年（2021年）３月には連携中枢都

市圏としては全国初となる「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」を共同策定し、地球

温暖化対策へ積極的に取り組むこととしています。 
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（２） 計画の目的 

本計画では、P7に定義する 23市町村の住民、事業者、行政が一体となって、「2050年カーボ

ンニュートラル」の実現に向け、温室効果ガスの排出削減に取り組むことを目的とします。 

また、環境と調和した地域づくりを進めるとともに、気候変動による影響への適応力を高める

ことも目指します。 

 

 

（３） 都市圏共同策定による効果 

経済活動や地球温暖化対策の取組は、一つの市町村内だけで完結するものではなく、周辺自治

体との相互依存の中で成り立っているため、広域的な視点での連携が不可欠です。 

地球温暖化対策の取組は、社会的・経済的な結びつきが強い都市圏全体で一体となって取り組

むことで、以下の３つの効果が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

    

   

   

   

   

   

 特定の自治体の施策によ

り効果が得られた場合、

そのノウハウを他自治体

と共有することにより同

様の効果が得られる。 

 各自治体の「強み」と「弱

み」を補う合うことによ

り、個々では実現が難しい

施策を可能にする。 

 圏域全体で進捗を管理

し、他自治体の活動状況

を把握することにより、

単独では得られない成果

を実現可能にする。 
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２ 都市圏が目指す２０５０年地域脱炭素の姿 

■ 2050年地域脱炭素の姿 イメージ図 
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■ 都市圏の目指す将来像 

分野 各分野の目指す将来像 

仕事 

製造業 

・脱炭素経営や ESG 投資1が広く普及し、環境や社会への配慮といった持続可能

性を軸とした経営が当たり前となっています。 

・建物の屋根や壁面、カーポート型の太陽光発電が普及し、再エネ電力の自家消

費が進んでいます。 

・高効率設備（ヒートポンプ2等）への更新により、省エネが進んでいます。 

・AI等を活用した生産管理により、生産量の最適化が進んでいます。 

 

 

 

 

農林水 

産業 

・脱炭素経営や ESG 投資が広く普及し、環境や社会への配慮といった持続可能

性を軸とした経営が当たり前となっています。 

・AIや ICT3、ロボット技術を活用したスマート農業が普及し、生産性・品質が向

上するとともに、作業の省力化・高度化が実現しています。 

・農林水産物の地産地消が当たり前となり、輸送に伴う環境負荷が低減されてい

ます。 

・電気やバイオ燃料4、グリーン水素で動く農林業機械や漁船が普及し、化石燃

料の使用量が減少しています。 

 

 

 

建設業・ 

鉱業 

・脱炭素経営や ESG 投資が広く普及し、環境や社会への配慮といった持続可能

性を軸とした経営が当たり前となっています。 

・燃費性能の優れた建設機械の普及や、バイオ燃料への転換により化石燃料の使

用量が減少しています。 

 

 

 

 

サービス

業 

・脱炭素経営や ESG 投資が広く普及し、環境や社会への配慮といった持続可能

性を軸とした経営が当たり前となっています。 

 
1【ESG投資】「環境（Environment）」「社会（Social）」「ガバナンス（Governance）」に関する取組を行う会社を評価

し、投資すること。 

2【ヒートポンプ】電気を使用して空気や水等から熱エネルギーを集める技術で、主に空調（エアコン）や給湯（エコキ

ュート）等に利用されている。 

3【ICT（Information & Communications Technology）】コンピュータネットワークに関連する諸分野における技術・産

業・設備・サービスなどの総称。 
4
【バイオ燃料】原料に植物や動物などの生物資源（バイオマス）が用いられた燃料のこと。 

上記の取組に関するイメージ図を挿入（以下同様） 
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分野 各分野の目指す将来像 

・建築物の省エネ性能が ZEB5基準相当になるとともに、再生可能エネルギーが

更に普及拡大することで、エネルギーコストの削減、非常時の電源確保が進み、

事業活動の継続性が向上しています。 

・カーボン・オフセット6したガスや、グリーン水素が普及し、燃料の脱炭素化が

進んでいます。 

 

 

 

運輸 

・自動運転技術や追従運転が発達し、人口減少が進んだ社会においても物流が維

持されています。 

・トラックは、電気や燃料電池で走行する次世代自動車7へ移行しています。 

・船舶については、水素・燃料アンモニア等を燃料とする次世代船舶に移行して

います。 

 

暮らし 

家庭 

・住宅の省エネ性能が ZEH8基準相当となっており、安心で快適な住まいでの暮

らしが広がっています。 

・太陽光発電・蓄電池の普及により、電力の脱炭素化が進んでいます。 

・高効率空調等、省エネ性能の高い家電製品の普及が進んでいます。 

 

 

 

自動車 

・まちを走る車は、電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）等の次世代自動

車へ移行しています。 

・歩行者や自転車が安全に利用しやすい空間が構築され、自動車の利用が減って

います。 

 

交通 

・公共交通の自動運転や環境に配慮した車両等の導入により、地域の実情にあっ

た交通ネットワークが構築され、誰もが安全・安心に移動できるまちづくりが

進んでいます。 

・公共交通の自動運転やMaaS9の導入により利便性が向上し、自家用車所有から

公共交通利用への転換が進んでいます。 

 
5【ZEB（Net Zero Energy Building）】快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支を

ゼロにすることを目指した建物のこと。エネルギー収支の状況に応じて、『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready及び

ZEB Orientedの 4段階が定義されている。 
6【カーボン・オフセット】自らの活動に伴い排出する CO2などの温室効果ガスを認識・削減した上で、それでもなお発

生してしまう排出量を埋め合わせる取組のこと。 
7【次世代自動車】ガソリンなど化石燃料の使用をゼロまたは大幅に減らして環境負荷を和らげる自動車のことで、ハイ

ブリッド自動車（HV）、電気自動車（EV）、プラグイン・ハイブリッド自動車（PHV）、燃料電池自動車（FCV）、クリ

ーンディーゼル自動車（CDV）、天然ガス自動車（CNG）等を指す。 
8【ZEH（Net Zero Energy House）】外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入によ

り、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年

間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅。 
9
【MaaS（Mobility as a Service）】複数の公共交通機関や移動サービスを統合し、ユーザーが一つのプラットフォー

ムで検索、予約、決済を行えるサービス。 

上記の取組に関するイメージ図を挿入（以下同様） 
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分野 各分野の目指す将来像 

自然 

・グリーンインフラ10を活用したまちづくりが進み、自然環境の保全や災害時の

対応力強化が実現しています。 

・木材利用の拡大や、再造林の推進等により森林資源の循環利用が進み、人工林

が若返り森林による CO2吸収量が増大しています。 

・CO2 を吸収・固定する新しい選択肢の一つとしてブルーカーボン11の活用が進

んでいます。 

資源循環 

・3R の取組に加え、環境に配慮した製品の選択が日常的となり、資源の有効利

用や廃棄物発生の抑制等に貢献しています。 

・量り売りや簡易包装等、プラスチックの利用を控えたライフスタイルが浸透し

ています。 

・バイオプラスチックが普及し、ライフサイクル全体における温室効果ガス排出

の抑制や、廃棄物問題の改善に寄与しています。 

・生ごみのたい肥化が更に普及し、有機肥料として使用されています。 

・ごみ焼却の際に発生するガスから CO2のみを分離・回収し、燃料製造や原料製

造にかかる資源として再利用する自治体や事業者が増えています。 

 

 

  

 
10【グリーンインフラ】自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に活用しようとする考え方。 
11【ブルーカーボン】沿岸・海洋生態系が光合成により CO₂を取り込み、その後海底や深海に蓄積される炭素のこと。 
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３ 計画の基本的事項 

（１） 計画の期間 

本計画の期間は、令和 8年度（2026年度）～令和 17年度（2035年度）とし、令和 12年度（2030

年度）及びその他必要に応じて、計画内容を見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 旧計画からの主な変更点 

本計画では、緩和策に関する施策体系を再整理するとともに、「地球温暖化対策の推進に関す

る法律」（以下「温対法」という。）の改正を踏まえ、基本方針ごとの施策目標及び再生可能エネ

ルギーの導入を促進する区域を設定しました。 

また、国の温室効果ガス排出削減目標を踏まえ、令和 12年度（2030年度）の目標を見直すと

ともに、新たに令和 17年度（2035年度）、令和 22年度（2040年度）の目標を設定しました。 

さらに、「気候変動適応法」第 12条に基づく「地域気候変動適応計画」として位置づけ、都市

圏が取り組む「適応策」を設定しました。 

 

（３） 計画の対象範囲 

本計画は、熊本連携中枢都市圏を構成する 24 市町村のうち独自計画を有する荒尾市を除く以

下 23市町村の行政区域を対象範囲とします（令和 8年（2026年）3月末時点）。 

熊本市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、 

南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、 

益城町、甲佐町、山都町 

 

※荒尾市は独自の地方公共団体実行

計画（区域施策編）に基づき推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 画 期 間 

2026 年度 2035 年度 
2050 年度 

（長期目標） 

2013 年度 

（基準） 

2030 年度 

（中間見直し） 
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コラム 熊本連携中枢都市圏の変遷 

 

平成 28年（2016年） 

3月 30日 

 熊本市と近隣の１６市町村が連携協約を締結し、 

熊本連携中枢都市圏を形成 

 

※「連携中枢都市圏構想」とは、地域を活性化し経済を持続可能なもの

とし、住民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするため、相

当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し、コ

ンパクト化とネットワーク化により「経済成長のけん引」、「高次都市機

能の集積・強化」及び「生活関連機能サービスの向上」等を行うことによ

り、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある

社会経済を維持するための拠点を形成する政策です。 

 

 

 

 

 

 

 

   

平成 31年（2019年） 

3月 28日 

 菊池市が加入 

   

令和 2年（2020年） 

1月 28日 

 熊本連携中枢都市圏として 

「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すことを宣言 

   

令和 3年（2021年） 

3月 29日 

 連携中枢都市圏としては全国初となる 

「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」を共同策定 

   

令和 4年（2022年） 

3月 28日 

 山鹿市が加入 

   

令和 5年（2023年） 

10月 24日 

 玉名市が加入 

   

令和 7年（2025年） 

3月 27日 

 

 

 

 

 荒尾市、南関町、長洲町及び和水町が加入 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

熊本市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、

大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、

益城町、甲佐町、山都町 

 

構成市町村（17市町村） 

 

熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、

阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、

大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、

益城町、甲佐町、山都町 

構成市町村（24市町村） 
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（４） 計画の位置づけ 

本計画は、温対法第 21条第３項に基づく「地方公共団体実行計画（区域施策編）」及び「気候

変動適応法」第 12条に基づく「地域気候変動適応計画」として位置づけます。 

施策の推進にあたっては、都市圏を構成する各市町村の総合計画、都市計画等の個別分野計画

との連携・調整を図り、施策効果の最大化を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▷ 地方公共団体実行計画（区域施策編）：その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガ

スの排出抑制等を行うための施策に関する計画であり、都道府県、政令指定都市、中核

市、施行時特例市に策定義務がある。 

▷ 地方公共団体実行計画（事務事業編）：地方公共団体自らが事務・事業に伴い発生する温

室効果ガスの排出削減等を行うため、計画期間に達成すべき目標と目標達成のために実

施する措置の内容を定める計画であり、全ての都道府県及び市町村・特別区並びに一部

事務組合及び広域連合に策定義務がある。 

▷ 気候変動適応計画：その区域の自然的社会的条件等に応じて気候変動適応に関する施策

の推進を図るための計画であり、都道府県、市町村に策定の努力義務がある。 
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（５） 計画の対象とする温室効果ガス 

本計画の対象とする温室効果ガスは温対法に定める７種類のガスとします。 

 

■ 本計画の対象とする温室効果ガス：温対法に定める７種類のガス 

温室効果ガスの種類 主な排出活動 
地球温暖化 

係数12 

二酸化炭素

（CO2） 

エネルギー起源 

CO2 

▷ 家庭や工場、事務所等での化石燃料や

電気の使用 

▷ 自動車での化石燃料の使用 など 1 

非エネルギー起源 

CO2 

▷ プラスチックの焼却 

▷ 工業製品の製造及び原料の使用 など 

メタン（CH4） 

▷ 化学製品の製造 

▷ 炉における化石燃料の燃焼 

▷ 自動車での化石燃料の使用 

▷ 耕作 

▷ 家畜の飼養及び排せつ物管理 

▷ 排水処理 など 

28 

一酸化二窒素（N2O） 265 

ハイドロフルオロカーボン類

（HFCs） 

▷ 工業製品の製造 

▷ エアコンや冷蔵庫の使用 

▷ 溶剤としての使用 など 

4～ 

12,400 

パーフルオロカーボン類

（PFCs） 

▷ 半導体素子等の製造 

▷ 溶剤としての使用 など 

6,630～

11,100 

六フッ化硫黄（SF6） 

▷ 工業製品の製造 

▷ 変電設備に封入されている電気絶縁ガ

ス など 

23,500 

三フッ化窒素（NF3） ▷ 半導体の製造 など 16,100 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
12
【地球温暖化係数（GWP：Global Warming Potential）】二酸化炭素を基準にして、温室効果ガスそれぞれの温室効

果の程度を示す値のこと。 
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第１章 地球温暖化に関する国内外の動向 

１-１ 地球温暖化の現状  

（１） 地球温暖化の概要 

① 地球温暖化の仕組み 

私たちの住む地球には、水蒸気、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）等

の「温室効果ガス」が自然に存在しています。これらのガスは、地表面から放射される太陽によ

って暖められた熱を吸収し、大気を暖める働きがあります。そのおかげで世界の地表面の平均温

度は、約 14℃に保たれています。もし、温室効果ガスが全く存在しなければ、地表面から放射さ

れた熱はそのまま宇宙に放出され、地球の地表面の平均気温は約-19℃になるといわれています。

このように、温室効果ガスは生物が生きるために不可欠なものです。 

人為的に発生する温室効果ガスには、CO2、CH4、N2O、フロン等があります。私たちの活動に

よって、多くの温室効果ガスが排出されたことにより、「地球温暖化」が引き起こされていると考

えられています。地球温暖化への影響が最も大きい CO2の大気中濃度は、産業革命以降に増えて

おり、現在の平均濃度は 420ppm13を超え、産業革命以前の 280ppmから５割も増加しています。

世界の平均気温が産業革命以前の水準から 2℃上昇すると、食料不足や熱中症患者の増加など、

地球温暖化による気候変動の影響は更に深刻化すると考えられています。平均気温の上昇を２℃

未満に抑えるためには、CO2の大気中濃度を 430～450ppm に留める必要がありますが、このま

までは数十年内に 450ppmを越えてしまう可能性があります。 

 

 

  

 
13
【ppm（parts per million）】大気中の分子 100万個にある対象物質の個数を表す単位。 

■ 地球温暖化の仕組み 

資料：環境省「デコ活 ウェブサイト」 

 

第１章 地球温暖化に関する国内外の動向 

■ 二酸化炭素の世界平均濃度の経年変化 

資料：気象庁「大気中二酸化炭素濃度の経年変化」 

 

青色は月平均濃度。赤色は季節変動を除去した濃度。 
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② 地球温暖化の現状 

近年、世界各地で異常高温や大雨など、極端な気象・気候現象の発生が相次いでいます。 

熊本県内においても、世界や国内と同様に気温は上昇傾向を示しており、猛暑日（最高気温が

35℃以上の日）が 10年当たり約２日増加、熱帯夜（夜間の最低気温が 25℃以上のことを指しま

すが、ここでは日最低気温 25℃以上の日数を熱帯夜日数として扱います。）が 10年当たり約４日

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福岡管区気象台 WEBページ（https://www.data.jma.go.jp/fukuoka/kaiyo/chikyu/report/observation.html） 

 

 

 

 

③ 地球温暖化に伴う気候変動の影響 

温室効果ガスが過度に増えることで、地球の気温上昇だけではなく、降水と乾燥の極端化、海

水温・海面水位の上昇、生物への影響、経済・社会システムへの影響等、私たちの生活に深刻な

影響が生じていると考えられています。地球温暖化の進行に伴い、豪雨災害や猛暑のリスクは更

に高まると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

不知火の果皮障害（こはん症） 

資料：農業・食品産業技術総合研究機構カンキツ研究拠点、 

熊本県農業研究センター果樹研究所 

令和５年梅雨前線豪雨等（山都町） 

資料：熊本県道路保全課 

棒グラフ（緑）：各年の値 

直線（赤）：長期変化傾向（この期間の平均的な変化傾向） 

熊本 日最高気温 35℃以上の年間日数（猛暑日）

1927-2023 年 

熊本 年間熱帯夜日数 

1927-2023 年 
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１-２ 地球温暖化に関する国内外の動向 

（１） 地球温暖化対策に関する世界の主な動向 

2015年 パリ協定の採択・発効 

平成 27年（2015年）にフランスのパリで開催された第 21回締約国会議（COP21）では、途上

国を含む全ての国・地域の合意のもと「パリ協定」が採択され、令和２年（2020年）以降の地球

温暖化対策に関する新たな国際的枠組みが構築されました。 

協定では、産業革命前からの気温上昇を 2℃未満に抑えるとともに 1.5℃未満に収まるように努

力することや、できるだけ早い時期に温室効果ガスの排出量増加を止め、今世紀後半には実質ゼ

ロにすること、全ての国が削減目標を策定し 5年ごとに見直すことなどが定められました。 

 

2018年 「1.5℃特別報告書」の公表 

気候変動に関する科学者の集まりである国連の組織、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）

が平成 30年（2018年）に「IPCC1.5℃特別報告書」を公表しました。この報告書では、世界の平

均気温は工業化以降、人間活動は約 1℃の地球温暖化をもたらしているとしており、このまま温

暖化が進めば、令和 12年（2030）～令和 32年（2050年）に 1.5℃に達するとしています。また、

気温が 2℃上昇すると、1.5℃上昇した場合と比べて、洪水や豪雨などのリスクが高まり、気象災

害、生態系など様々な分野で悪影響が増大するとされており、1.5℃に抑えるには令和 32年（2050

年）までに CO2の排出量を実質ゼロにする必要があるとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：温室効果ガスインベントリオフィス／ 

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（https://www.jccca.org/）より 
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2023年 COP28の開催 

令和５年（2023 年）にアラブ首長国連邦（UAE）・ドバイで開催され、パリ協定の目標達成に

向けた世界全体の進捗を評価するグローバル・ストックテイク（GST）に関する決定や、ロス＆

ダメージ（気候変動の悪影響に伴う損失と損害）に対応するための基金を含む、新たな資金措置

の制度の大枠に関する決定等について採択が行われました。 

気温上昇を 1.5℃に抑えるためには、緊急な行動が必要であること、また世界全体の温室効果

ガスの排出量を令和 12年（2030年）までに 43％、令和 17年（2035年）までに 60％削減する必

要があることが改めて認識されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年限付きのカーボンニュートラルを表明した国・地域（2022 年 10 月時点） 

資料：経済産業省「エネルギー白書 2023」 
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（２） 地球温暖化対策に関する国の主な動向 

2016年 地球温暖化対策計画 

パリ協定や、令和 12年度（2030年度）の温室効果ガス削減目標を平成 25年度（2013年度）

比で 26％減とする「日本の約束草案」を踏まえ、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進する

ための計画である「地球温暖化対策計画」が平成 28年（2016年）5月に閣議決定されました。 

 

2020年 2050年カーボンニュートラル宣言 

令和２年（2020年）10月 26日に菅首相（当時）が国会における所信表明で、「2050年までに、

温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素

社会の実現を目指す」と宣言しました。 

この宣言では、「成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げ、グリーン社会の実現に最大限注

力する」ことや、「温暖化への対応は経済成長の制約ではなく、積極的に温暖化対策を行なうこと

が、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が必要であ

る」ことも明言されており、今後は地球温暖化対策という環境対策と経済対策の相乗効果による

「グリーン社会の実現」が日本の基本方針として示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カーボンニュートラルへの転換イメージ14 

資料：経済産業省「2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた検討（令和２年 11月 17 日）」 

 

  

 
14【非化石電源】天然ガスや石炭、石油などの化石燃料を使わずに電気を作る発電方法のことで、太陽光・風力・水

力・地熱・バイオマスなどの再生可能エネルギーと、原子力発電を指す。 

14 
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2021年 地域脱炭素ロードマップ、地球温暖化対策計画、気候変動適応計画 

日本は、令和 3年（2021年）4月に開催された米国

主催気候サミットにおいて、令和 12 年度（2030 年

度）までに温室効果ガス 46％削減（平成 25年度（2013

年度）比）を目指すこと、更に 50％の高みに向けて

挑戦を続けることを表明しました。 

これを受け、令和 3年（2021年）6月に「地域脱炭

素ロードマップ～地方からはじまる、次の時代への

移行戦略～」が策定されました。ロードマップには、

地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地

方創生に資する脱炭素に国全体で取り組み、更に世

界へと広げるために、特に令和 12年（2030年）まで

に集中して行う取組・施策を中心に、地域の成長戦略ともなる地域脱炭素の行程と具体策が示さ

れました。このなかで、脱炭素に向けた先行的な取組を実施する「脱炭素先行地域づくり」が示

され、令和 12年（2030年）までに少なくとも 100か所の地域で脱炭素モデルを構築し、全国に

展開することを目指すとしています。 

新たな削減目標や「2050年カーボンニュートラル宣言」を踏まえ、令和 3年（2021年）10月

に「地球温暖化対策計画」が改定されました。改定計画では、新たな削減目標達成に向けた取組

が示されています。また、都道府県及び市町村には、相互に連携し、2050年カーボンニュートラ

ルの実現に向けて、地域資源である再生可能エネルギーを活用した地域の脱炭素化を推進するこ

とが求められました。 

気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を目的とした気候変動適応計画が令和 3

年（2021年）10月に改定されました。気候変動適応計画では、地球温暖化に伴う気候変動の影響

による被害を防止・軽減するため、各主体の果たすべき役割や「あらゆる関連施策に気候変動適

応を組み込む」等の 7つの基本戦略を示すとともに、分野ごとの適応に関する取組を網羅的に示

されています。 

 

 
地域脱炭素ロードマップ 対策・施策の全体像 

資料：環境省「脱炭素地域づくり支援サイト」  

国・地方脱炭素実現会議（令和３年６月９日） 

資料：首相官邸ホームページ 
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2025年 地球温暖化対策計画 

日本は、令和 7年（2025 年）2 月に、パリ協定に基づく次期 NDC（国別削減目標）を国連気

候変動枠組条約事務局に提出しました。この中で日本は、温室効果ガスの排出量を、平成 25 年

度（2013年度）比で令和 17年度（2035年度）までに 60％削減し、さらに令和 22年度（2040年

度）までに 73％削減することを目指すとしています。 

同年 2月には、令和 17年度（2035年度）及び令和 22年度（2040年度）の削減目標達成に向

けた新たな地球温暖化対策計画が示されました。 

 

■ 地球温暖化対策に関する国の主な動向 

年次 主な出来事 

2015 

2030年度における電源構成比（エネルギーミックス）の政府案公表 

原発は 20~22％、再生可能エネルギーは 22～24％を決定 

「日本の約束草案」として 2013年比で 2030年の排出量を 26％削減する目標を決

定し、国連気候変動枠組条約事務局に提出 

「気候変動の影響への適応計画」の閣議決定 

2016 

「地球温暖化対策計画」の閣議決定 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」の一部改正（普及啓発の強化、地方公共団

体実行計画の共同策定） 

「気候変動適応プラットフォーム（A-PLAT）」の開設 

2017 「長期低炭素ビジョン」の取りまとめ（中央環境審議会地球環境部会） 

2018 

「第５次環境基本計画」の閣議決定 

「第５次エネルギー基本計画」の閣議決定 

「気候変動適応法」の成立 

2019 「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」の閣議決定 

2020 「2050年カーボンニュートラル宣言」 

2021 

2030年度の温室効果ガス削減目標を 2013年度比 46%削減することを新たに決定 

「地域脱炭素ロードマップ」の策定 

「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」の策定 

「地球温暖化対策計画」の閣議決定 

「気候変動適応計画」の閣議決定 

「第６次エネルギー基本計画」の閣議決定 

2022 「デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)」スタート 

2023 

「GX実現に向けた基本方針」の閣議決定 

「G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合」の開催 

COP28で「グローバル・ストックテイク」等に関する決定の採択 

2024 「第６次環境基本計画」の閣議決定 

2025 

「地球温暖化対策計画」の閣議決定 

「第 7次エネルギー基本計画」の閣議決定 

「GX2040ビジョン」の閣議決定 
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コラム 地球温暖化対策計画等の概要 

◆ 地球温暖化対策計画 

地球温暖化対策計画は、温対法に基づく政府の総合計画で、温室効果ガスの排出抑制及び吸

収の量に関する目標、目標達成のための国・地方公共団体・事業者・国民の基本的役割等につ

いて記載されています。 

令和７年（2025年）２月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」では、温室効果ガス排出量

の削減目標として、令和 17年度（2035年度）、令和 22年度（2040年度）において、平成 25

年度（2013年度）からそれぞれ 60％、73％削減することが示されました。2050年カーボンニ

ュートラル（ネット・ゼロ）の実現に向けた直線的な経路を弛まず着実に歩んでいくことを示

しています。 

この新たな削減目標の達成に向け「エネルギー基本計画」及び「GX2040 ビジョン」と一体

的に、対策・施策を実施し、脱炭素と経済成長の同時実現に資する地球温暖化対策を推進して

いくこととしています。 

 

 

◆ 第７次エネルギー基本計画 

エネルギー基本計画は、日本のエネルギー政策の基本的な方向性を示すもので、少なくとも

３年ごとに見直されます。 

「第７次エネルギー基本計画」では、再生可能エネルギーの最大限の導入とバランスのとれ

た電源構成を目指すことが示されました。2040 年度までに、日本のエネルギー自給率を３～

４割程度まで引き上げるとともに、再生可能エネルギーの電源構成比率を「４～５割程度」に

まで高める方針が打ち出されました。 

 

 

◆ GX2040ビジョン 

2040年に向けて「脱炭素」と「経済成長」の両立を目指すグリーントランスフォーメーショ

ン（GX）15に関する日本の国家戦略です。 

エネルギーの安定供給と温室効果ガスの大幅削減を同時に実現するため、再生可能エネルギ

ー等を活用した産業立地の強化、CO2排出量取引制度の導入、脱炭素技術への投資促進などが

柱となっています。また、アジアを中心とし世界の脱炭素化にも貢献することが盛り込まれて

います。 

  

 
15
【グリーントランスフォーメーション（GX）】化石エネルギーを中心とした現在の産業構造・社会構造を、クリーン

エネルギー中心へ転換する取組のこと。 
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（３） 県の主な動き 

2019年 熊本県「2050年熊本県内 CO2排出実質ゼロ」宣言 

熊本県は、令和元年（2019年）12月、国に先駆けて「2050年県内 CO2 排出実質ゼロ（ゼロカ

ーボン）」を目指すことを宣言し、「第六次熊本県環境基本計画（令和 3年（2021年）7月策定）」

において、令和 12年度（2030年度）に向けた新たな温室効果ガス削減目標を定め、4つの戦略

のもと取組を進めてきました。 

 

 

 

 

 
【出典】：熊本県「第六次熊本県環境基本計画（令和 3 年（2021 年）7 月策定）」を引用 

 

 

（４） 都市圏の主な動き 

2020年 都市圏「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」宣言 

都市圏では、都市圏を構成する市町村共同で「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すこ

とを宣言しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 都市圏「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」策定 

都市圏としては全国初となる 2050 年温室効果ガス排出実質ゼロを目指す「熊本連携中枢都市

圏地球温暖化対策実行計画」を策定しました。 

  

 

【戦略１】 省エネルギーの推進 

【戦略２】 エネルギーシフト 

【戦略３】 電気の CO2ゼロ化 

【戦略４】 その他の CO2の実質ゼロ化（CO2吸収・固定等） 

■ ゼロカーボンの行動変容に向けた４つの戦略 

熊本連携中枢都市圏による「2050 年温室効果ガス排出実質ゼロ」宣言 

資料：熊本市 
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2024年 都市圏「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）」の採択 

都市圏を構成する市町村の事業を取りまとめて応募した熊本市の事

業が環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化

事業）」に採択されました。 

都市圏の市町村有施設における電力の脱炭素と災害に強い地域づく

りを推進するため、太陽光発電設備や蓄電池の導入、公共施設の ZEB

化、公用車の EV化等の取組を進めています。 

 

 

 

2024年 都市圏「バス・電車無料の日」の実施 

熊本市では、公共交通を利用する“きっかけ”をつくることを目

的として、令和 4年度（2022年度）より「バス・電車無料の日」を

実施しています。この取組は、熊本市を一部でも通過するバスや電

車を対象に、特定の日に運賃を無料とするものです。 

実施を重ねるごとに、利用者数は増加傾向にあり、加えて、地域

経済への波及効果や、CO２排出量の削減などの効果も確認されてい

ます。 

令和 6 年度（2024 年度）からは、対象エリアを都市圏へと拡大

し、より広域での公共交通利用促進を目指して「バス・電車無料の

日」の取組を継続しています（一部対象外路線あり）。 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和６年 12月 21 日実施チラシ 

資料：熊本市 
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本計画における温室効果ガス排出量の見直し 

旧計画策定後、「温対法」の改正や、環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・

実施マニュアル」の改定により、推計に用いる係数や、推計方法が見直されています。 

このため、本計画では 23市町村の排出量を推計するにあたり、温対法や最新のマニュア

ルに基づき推計方法を見直しており、旧計画における推計結果と異なっています。 

【主な見直し内容】 

・電気の排出係数を従来の「基礎排出係数（現：未調整排出係数）」から「調整後排出係

数」に変更 

・産業部門（製造業）及び業務その他部門の推計方法 

第２章 熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画の振り返り 

２-１ 旧計画における温室効果ガスの排出状況 

18 市町村を対象とした旧計画における平成 25年度（2013 年度）から令和 2 年度（2020年度）

にかけての排出量の推移は下図のとおりです。 

旧計画では、都市圏から排出される温室効果ガスを令和７年度（2025年度）までに平成 25年度

（2013年度）比で 33%以上削減することとしていました。 

令和 2年度（2020年度）の排出量（650万 t-CO2）は、平成 25年度（2013年度）の温室効果ガ

ス排出量 997万 t-CO2に対し、34.8%減となっており、令和７年度（2025年度）の削減目標を上回

っています。 

なお、本計画では、23市町村の排出量を推計するにあたり、環境省「地方公共団体実行計画（区

域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）Ver.2.2」（令和 7年 6月）」等に基づき、推計方法

等を見直しています。 

 

■ 旧計画（１８市町村）における温室効果ガス排出状況 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画の振り返り 

 

短期目標（令和 ７年度（2025年度））：平成 25年度（2013年度）比 33%以上削減 

中期目標（令和 12年度（2030年度））：平成 25年度（2013年度）比 40%以上削減 

長期目標（令和 32年度（2050年度））：排出量実質ゼロを目指す 

旧計画における温室効果ガス削減目標 
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２-２ 旧計画におけるこれまでの取組・今後の課題 

〈基本方針１〉都市圏の特性を活かした再生可能エネルギーの利用促進と災害への対応 

対策① 地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入推進 

対策② 災害対策にも有効なエネルギーシステムの構築 

 

これまでの取組 
 

「対策① 地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入推進」に関しては、太陽光発電及び

蓄電池の導入支援、公共施設への太陽光発電導入、木質バイオマスストーブの購入支援等に取り

組んできました。「対策② 災害対策にも有効なエネルギーシステムの構築」に関しては、廃棄物

発電及び水道施設の未利用空間を活用した太陽光発電の地産地消、大型蓄電池導入によるレジリ

エンス強化等に取り組んできました。 

都市圏に導入されている再生可能エネルギーは、構成市町村独自の取組や、国の固定価格買取

制度及び助成制度等により着実に拡大しています。 

 

今後の課題 
 

一部地域では、大規模な太陽光発電設備の設置により、自然景観の悪化など、再生可能エネル

ギー導入に伴う弊害が顕在化しています。これらの課題に対応するためには、都市圏の環境と調

和した形で再生可能エネルギーの導入を進める必要があります。 

一方で、脱炭素経営の普及に伴い、再生可能エネルギーの利用を希望する事業者の需要が今後

更に高まることが予想されます。都市圏における再生可能エネルギーの供給体制を強化しなけれ

ば、企業誘致や地域経済の活性化の機会を逃す可能性があります。 

このため、設置可能な建築物及び未利用地への太陽光発電の導入拡大、ペロブスカイト太陽電

池の導入検討等、オフサイト PPAの活用や余剰電力の地域内売電などの地域内での電力循環の促

進等により、地域内での電力利用の多様化と再生可能エネルギーの更なる利用促進を図る必要が

あります。 

 

■ 旧計画の基本方針１に関する主な取組及び実績  

主な取組 実績 

▷ 太陽光発電・蓄電池導入に係る助成制度に

より、自家消費型の太陽光発電導入を促進 

都市圏全体の取組実績を示すグラフを挿入予定 

 

 

▷ 木質バイオマスストーブ購入に係る助成制

度により、木質バイオマスの利用を促進 

〃 

▷ 廃棄物発電及び未利用地を活用した太陽光

発電を公共施設へ供給し、再生可能エネル

ギーの地産地消を促進 

〃 
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■ 都市圏（18市町村）における再エネ導入推移（左図）・2023年度時点の導入割合（右図）  
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〈基本方針２〉都市圏の各主体による省エネルギーの推進とエネルギーの効率的な利用 

対策① 住宅における省エネルギーの推進  

対策② 事業活動における省エネルギーの推進  

対策③ 行政における省エネルギーの推進 

 

これまでの取組 
 

「対策① 住宅における省エネルギーの推進」「対策② 事業活動における省エネルギーの推進」

に関しては、住宅及び事業所を対象とした省エネルギー機器等の導入支援、省エネ建築物認定制

度の運用等に取り組んできました。「対策③ 行政における省エネルギーの推進」に関しては、公

共施設の省エネ改修・ZEB化及び地方公共団体実行計画（事務事業編）の策定・運用等に取り組

んできました。 

住民・事業者・市町村における省エネルギーの推進とエネルギーの効率的な利用を進めてきた

結果、都市圏のエネルギー消費量は減少傾向にあります。 

 

今後の課題 
 

一部の市町村では、企業進出や人口増加等の影響によりエネルギー消費量が増加に転じており、

経済活動が活性化するなかで、エネルギー消費量の削減や電化・非化石燃料への転換を図る必要

があります。 

今後も引き続き、住民及び事業者の省エネ意識の拡大を図るとともに、日常生活や事業活動に

おける省エネ機器・設備の普及や、建築物の省エネ化、電化・非化石燃料への転換、省エネに繋

がる AI 及び ICT 技術の普及等により、省エネルギー及び効率的なエネルギー利用を促進する必

要があります。 

 

■ 旧計画の基本方針２に関する主な取組及び実績  

主な取組 実績 

▷ 省エネ設備機器の導入に係る助成制度によ

り、高効率の照明及び空調等の導入を促進 

都市圏全体の取組実績を示すグラフを挿入 

▷ ZEH 及び断熱改修の導入に係る助成制度に

より、住宅のエネルギー消費量を削減 

〃 

▷ 省エネ改修（ZEB化）により、公共施設のエ

ネルギー消費量を削減 

〃 
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■ 都市圏（18市町村）におけるエネルギー消費量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 都市圏（18市町村）における省エネ対策の実施状況（住民アンケート結果） 

：すでに実施している住民の割合 
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〈基本方針３〉都市圏における脱炭素社会に向けた都市機能と資源循環社会の構築 

対策① 脱炭素型交通モビリティ社会の実現  

対策② 都市緑化の普及促進  

対策③ 廃棄物の適正処理と資源循環  

対策④ 下水道施設における資源循環 

 

これまでの取組 
 

「対策① 脱炭素型交通モビリティ社会の実現」に関しては、住民及び事業者を対象とした EV・

PHVの導入支援、公用車の EV等への更新、自転車通行空間の整備等により、低炭素な移動手段

の普及を進めてきました。 

「対策② 都市緑化の普及促進」に関しては、公共地の緑化、屋上・壁面緑化の支援等に取り組

んできました。 

「対策③ 廃棄物の適正処理と資源循環」に関しては、生ごみ堆肥化容器等の購入支援、プラス

チック製容器包装の分別収集・リサイクル等、ごみの発生抑制に関する取組を進めてきました。 

「対策④ 下水道施設における資源循環」に関しては、下水汚泥の建設資材化・コンポスト化に

よる有効利用に取り組んできました。 

 

今後の課題 
 

都市圏の住民を対象としたアンケート調査（令和 6 年度（2024 年度）実施）によると、20～

60 歳代の次世代⾃動⾞（EV、PHV、FCV）へ乗り換えている割合は 9%、今後乗り換えたいと考

えている割合は 41%となっており、二人に一人は次世代自動車に関心を持っていると考えられま

す。自動車の走行に伴う化石燃料の消費は、温室効果ガスの主要な排出源となっています。自動

車から排出される温室効果ガスを削減するためには、次世代自動車の普及啓発及び導入支援等に

より、次世代自動車の導入を更に促進する必要があります。 

また、都市圏で発生する慢性的な交通渋滞は、化石燃料消費を増加させる要因となっており、

渋滞解消に向けた取組を進める必要があります。 

資源循環の分野においては、都市圏全体のプラスチックごみの焼却量は増加傾向にあり、プラ

スチックごみの減量化・再生利用を促進する必要があります。 

今後も引き続き、EV・PHVの導入拡大及び公共交通機関の利用拡大等、低炭素な移動手段の普

及促進、渋滞対策の推進を図る必要があります。また、製品プラスチックの発生抑制・再資源化

等、サーキュラーエコノミーに関する取組を更に推進する必要があります。 

 

■ 旧計画の基本方針３に関する主な取組及び実績  

主な取組 実績 

▷ EV・PHV の導入に係る助成制度により、エ

コカーの普及を促進 

都市圏全体の取組実績を示すグラフを挿入 

▷ 生ごみ堆肥化容器等の購入に係る助成制度

により、廃棄物の発生抑制・資源化を推進 

〃 

▷ プラスチック製容器包装の分別収集・リサ

イクルにより、廃棄物の焼却に伴う温室効

果ガス排出量を削減 

〃 
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■ 都市圏（18市町村）における次世代自動車への乗り換え意向（住民アンケート結果）  
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〈基本方針４〉都市圏が誇る豊かな自然環境の保全と住民の生活の質の向上 

対策① 地下水保全の推進  

対策② 環境に配慮した農畜産業の推進  

対策③ 森づくりの推進  

 

 

これまでの取組 
 

「対策① 地下水保全の推進」に関しては毎年度、雨水貯留施設設置に係る費用助成を約○○

件実施しており、雨水貯留施設が増加しています。 

「対策② 環境に配慮した農畜産業の推進」に関しては、環境保全型農業の推進を通じて、化学

肥料の適正な使用による、温室効果ガス排出量の削減及び地下水保全等を目的に、国の「環境保

全型農業直接支払交付金」を活用し、農家の取組を支援してきました。 

「対策③ 森づくりの推進」に関しては、森林整備事業による水源かん養林の維持管理及び吸

収源の確保等、自然環境の保全に資する地球温暖化対策の取組を進めてきました。 

 

 

今後の課題 
 

環境保全型農業に取り組む農家及び実施面積は微増しているものの、更なる取組拡大の余地が

あると考えられます。 

森林整備については、各市町村において森林整備計画等に基づく整備を計画的に実施してきま

したが、人口減少が進む中、森林の適正な管理を維持していくには、林業の省人化・省力化を図

る必要があります。 

都市圏を特徴づける地下水、農地及び森林等を保全する取組は、自然環境の保全だけではなく、

温室効果ガス排出量の削減にも寄与します。今後も引き続き、都市圏の自然環境の保全をとおし

て、地球温暖化の防止を図る必要があります。 

 

■ 旧計画の基本方針４に関する主な取組及び実績  

主な取組 実績 

▷ 雨水貯留施設の設置に係る助成制度により

地下水のかん養に貢献 

都市圏全体の取組実績を示すグラフを挿入 

▷ 国の「環境保全型農業直接支払交付金」の活

用等による環境保全型農業の推進 

〃 
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〈基本方針５〉都市圏の未来に向けた環境意識の向上と環境投資の推進 

対策① 環境教育の推進  

対策② 炭素クレジットの活用促進  

対策③ 環境産業の育成  

 

 

これまでの取組 
 

「対策① 環境教育の推進」に関しては、住民・こどもを対象とした出前講座、環境学習、学校

版環境及び環境イベント開催等の取組により、環境意識の向上を図ってきました。 

「対策② 炭素クレジットの活用促進」に関しては、山都町において町有林の J-クレジット化

に取り組んできました。 

「対策③ 環境産業の育成」に関しては、新技術・新商品開発助成、熊本市グリーン/ブルーボ

ンド等に取り組んできました。 

 

 

今後の課題 
 

環境教育については、新型コロナ感染症の影響により、出前講座及び環境学習等が開催できな

い時期があり、参加者数の目標を達成することができませんでした。今後は、SNSの活用や、民

間事業者との連携等、よりの多くの住民・こどもたちを巻き込む意識啓発に取り組む必要があり

ます。また、事業活動においては、脱炭素経営の重要性が高まっており、事業者の脱炭素経営に

対する理解促進を図り、排出量の見える化や、省エネ対策・再エネ利用の実践に繋げる必要があ

ります。 

炭素クレジットについては、J-クレジット化の認証手続きを市町村で共有し、都市圏内に波及

させる必要があります。また、森林由来以外の J-クレジットや、ブルーカーボン等、新たな炭素

クレジットの創出可能性についても検討していく必要があります。さらに、認証された炭素クレ

ジットの環境価値・経済価値を都市圏内で循環させる仕組みについても検討する必要があります。 

環境産業については、環境に関する新技術・新商品開発の助成件数が○件に留まっており、脱

炭素に関する技術開発を促進させる必要があります。 

今後も引き続き、住民・事業者の脱炭素の意識向上を図るとともに、脱炭素の取組をとおして

産業の成長や資金循環を促し、都市圏の持続可能性向上に貢献します。 

 

■ 旧計画の基本方針５に関する主な取組及び実績  

主な取組 実績 

▷ 出前講座及び環境学習等の開催により環境

保全に対する意識啓発を推進 

都市圏全体の取組実績を示すグラフを挿入 
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第３章 地球温暖化に関する都市圏の現状 

３-１ 都市圏における温室効果ガスの排出状況 

（１） 都市圏における温室効果ガス排出量の推移 

本計画では、温対法や最新の環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュ

アル」に基づき、都市圏（23市町村）の排出量を推計しました。 

都市圏における平成 25年度（2013年度）から令和４年度（2022年度）にかけての排出量の推

移は下図のとおりです。 

令和４年度（2022年度）の排出量（864万 t-CO2）は、平成 25年度（2013年度）の温室効果

ガス排出量 1,139万 t-CO2に対し、24.1%減となっています。 

排出量の推移に着目すると、平成 25年度（2013年度）から平成 30年度（2018年度）にかけ

て温室効果ガス排出量は減少傾向にありましたが、令和元年度（2019 年度）からは、産業部門、

業務その他部門及び家庭部門の変動に合わせ、排出量全体で増減を繰り返しています。これは、

企業進出による製造業の活性化、電気の排出係数の変動等が影響しています。 

 

■ 温室効果ガス排出量の推移 

 
■ 温室効果ガス排出量の排出内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３章 地球温暖化に関する都市圏の現状 

暫定値 
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■ 部門・分野別 CO2排出量の主な排出源 
ガス種 部門・分野 内容 

エネルギー 

起源 CO2 

産業部門 
製造業、農林水産業・鉱業・建設業における工場・事業場のエネ

ルギー消費に伴う排出。 

業務その他部門 
事務所・ビル、商業・サービス業施設のほか、他の３部門に該当

しないエネルギー消費に伴う排出。 

家庭部門 家庭におけるエネルギー消費に伴う排出。 

運輸部門 
自動車や鉄道、船舶、航空などの移動に関するエネルギー消費に

伴う排出。 

エネルギー 

起源 CO2 

以外 

燃料燃焼分野 
燃料の燃焼や、自動車走行等におけるエネルギー消費に伴う排出

（CH4、N2O）。 

工業プロセス分野 
セメントの生成等、工業材料の化学変化に伴う排出（非エネルギ

ー起源 CO2、CH4、N2O）。 

農業分野 
水田からの排出、肥料の使用、家畜の飼育や排泄物の管理等に伴

う排出（CH4、N2O）。 

廃棄物分野 
廃棄物の焼却処分・埋立処分、排水処理等に伴い発生する排出（非

エネルギー起源 CO2、CH4、N2O）。 

代替フロン等 

４ガス分野 

半導体の生産、代替フロン等の製造・使用、溶剤としての使用等

に伴う排出（HFCs、PFCs、SF6、NF3）。 

 

（２） 都市圏におけるエネルギー消費量の推移 

都市圏における令和４年度（2022年度）のエネルギー消費量のうち、化石燃料が全体の 61.8%

を占めています。電力は 32.4%、再生可能エネルギーは 5.7%であり、全国と比較すると再生可能

エネルギーの割合が高い傾向にあります。 

都市圏のエネルギー消費量の推移をみると、令和４年度（2022 年度）のエネルギー消費量

（90,948 TJ）は平成 25年度（2013年度）と比較して 13%減少しており、全国と同程度（15%減）

の減少率になっています。 

また、各部門のエネルギー消費に関連する指標の変化をみると、活動量当たりのエネルギー消

費量（製造品出荷額当たりのエネルギー消費量等）は、すべての部門で平成 25年度（2013年度）

から減少しています。これは、高効率設備機器の導入・更新、建築物の省エネ化、自動車の燃費

向上等により、住宅や事業所における省エネが進んだことによるものと考えられます。 

都市圏においては、国と同程度の省エネ対策の進展は確認できるものの、脱炭素社会の実現に

向けては、省エネルギー意識の向上、省エネルギー性能の高い設備・機器の導入促進等、省エネ

対策の更なる徹底が必要です。 

 

■ エネルギー種別エネルギー消費割合（令和４年度（2022年度）） 

 
 

都市圏 国 
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■ エネルギー消費量の推移 

  

都市圏 国 

 

■ 都市圏におけるエネルギー消費に関連する指標の変化 

部門・分野 指標 

数値 

2013 年度 2022 年度 
2013 年度からの

変化率 

産業部門（製造業） 
製造品出荷額当たりのエネルギ

ー消費量（MJ/万円） 
129.5 84.0 35%減 

業務その他部門 
第３次産業の総生産当たりのエ

ネルギー消費量（MJ/万円） 
65.7 51.6 21%減 

家庭部門 
1世帯当たりのエネルギー消費量

（GJ/世帯） 
36.4 26.5 27%減 

運輸部門 
自動車 1 台当たりのエネルギー

消費量（GJ/台） 
19.1 14.8 23%減 
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コラム 電気の排出係数とは 

電力会社が 1 kWh当たりの電気を作るために、どのくらいの CO2を排出しているかを表した

ものが排出係数です。排出係数が低いほど、環境負荷の少ないエネルギーであると判断できま

す。 

排出係数は毎年更新されます。最新の排出係数のデータは、環境省「算定方法・排出係数一

覧」で確認できます。 

（３） 都市圏における人口 1 人当たりの温室効果ガス排出量 

令和４年度（2022年度）の都市圏における人口 1人当たりの温室効果ガス排出量は 6.63 t-CO2

であり、国の約 72%です。 

人口 1人当たりの温室効果ガス排出割合をみると、都市圏では業務その他部門、家庭部門、運

輸部門の排出割合が高い傾向にあります。 

このことから、都市圏における脱炭素社会の実現に向けては、特に業務その他部門、家庭部門、

運輸部門の排出削減対策が重要であると言えます。 

 

■ 令和４年度（2022年度）における 

人口 1人当たりの温室効果ガス排出量（左）及び温室効果ガス排出割合（右） 
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（４） 部門・分野別の温室効果ガス排出状況 

① 産業部門 
 

都市圏における排出量の推移 
 

産業部門には、農林水産業、建設業・鉱業、製造業が含まれており、産業部門から排出される

温室効果ガスのうち、約 87%を製造業が占めています。製造業では、製品の生産に伴い化石燃料

及び電力を消費することで温室効果ガスが排出されます。 

令和４年度（2022年度）における産業部門の排出量は、平成 25年度（2013年度）と比較して

約 23％減少しています。都市圏の製造業では、平成 26年度（2014年度）以降、化石燃料の消費

に伴う排出量は減少傾向にあります。また、電力の消費量に伴う排出量も減少傾向にあるものの、

令和元年度（2019年度）以降は、電気の排出係数の変動により、排出量が増減を繰り返していま

す。 

 

■ 産業部門の温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村の排出割合 
 

都市圏の産業部門においては、熊本市、合志

市、大津町、宇土市、菊陽町、菊池市の排出割

合が高くなっており、上位 6市町が全体の 65％

を占めます。排出割合が高い市町には、半導体

やプラスチック製品、金属加工などの事業所が

集積しており、これらの生産活動に伴い温室効

果ガスが排出されています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 産業部門の市町村別排出割合 

（令和４年度（2022年度）） 
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② 業務その他部門 
 

都市圏における排出量の推移 
 

業務その他部門には、商業施設、オフィスビル、宿泊施設等、第三次産業に該当する業種及び

行政を指します。業務その他部門では、これらの施設の稼働に伴い電力及び化石燃料を消費する

ことで温室効果ガスが排出されます。 

令和４年度（2022年度）における業務その他部門の排出量は、平成 25年度（2013年度）と比

較して、約 32％減少しています。平成 25年度（2013年度）以降、化石燃料及び電力の消費削減、

電気の排出係数の低減により、減少傾向にありましたが、令和元年度（2019年度）以降は電気の

排出係数の変動により、排出量が増減を繰り返しています。 

 

■ 業務その他部門の温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村の排出割合 
 

都市圏の業務その他部門においては、商業

施設等が集中する熊本市の排出割合が高く、

全体の 64%を占めています。 

 

 

 

 

 

  

■ 業務その他部門の市町村別排出割合 

（令和４年度（2022年度）） 
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③ 家庭部門 
 

都市圏における排出量の推移 
 

家庭部門から排出される温室効果ガスの大半は、照明や空調の稼働に伴う電力消費によるもの

であり、電力消費量や電気の排出係数の変化により排出量が変動します。 

令和４年度（2022年度）における家庭部門の排出量は、平成 25年度（2013年度）と比較して

約 38％減少しています。しかし、令和元年度（2019年度）以降は電気の排出係数の変動により、

排出量が増減を繰り返しています。 

 
■ 家庭部門の温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村の排出割合 
 

都市圏の家庭部門においては、人口が集中

する熊本市の排出割合が高く、全体の 60%を

占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 家庭部門の市町村別排出割合 

（令和４年度（2022年度）） 
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④ 運輸部門 
 

都市圏における排出量の推移 
 

運輸部門には、自動車、鉄道、船舶が含まれます。運輸部門から排出される温室効果ガスの大

半は、自動車の使用によるものです。 

令和４年度（2022年度）における運輸部門の排出量は、平成 25年度（2013年度）と比較して、

部門全体では約 12％減少、自動車に限ると約 11％減少しています。これは、自動車の燃費向上に

より、自動車１台当たりの排出量が減少したことが要因と考えられます。また、令和元年度（2019

年度）から令和 3年度（2021年度）にかけては新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛の

影響により、排出量が一時的に減少したと考えられます。 

 
■ 運輸部門の温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村の排出割合 
 

都市圏の運輸部門においては、熊本市の

排出割合が全体の 49%を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 運輸部門の市町村別排出割合 

（令和４年度（2022年度）） 
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⑤ 廃棄物分野 
 

都市圏における排出量の推移 
 

廃棄物分野から排出される温室効果ガスは、エネルギー起源 CO2以外の廃プラスチック類の焼

却に伴い排出される CO2や、一般廃棄物の焼却及び工業排水・生活排水等の排水処理に伴い排出

される CH4、N2Oを指します。 

令和４年度（2022年度）における廃棄物分野の排出量は、平成 25年度（2013年度）と比較す

ると約 11%増加しています。廃棄物分野の温室効果ガス排出量のうち、廃プラスチック類の焼却

に伴う排出量が大半を占めています。都市圏の一部では、プラスチック製容器包装の分別収集に

取り組んでいますが、廃プラスチック類の焼却に伴う排出量は約 13％増加しています。 

廃プラスチック類の焼却に伴う排出量は、新型コロナウイルス感染拡大による経済活動の低迷

により令和 2年度（2020年度）に一時的に減少しましたが、令和３年度（2021年度）以降、経

済活動の回復とともに増加に転じています。 

 
■ 廃棄物分野の温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村の排出割合 
 

都市圏の廃棄物分野においては、熊本市の排出

割合が全体の 55%を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 廃棄物分野の市町村別排出割合 

（令和４年度（2022年度）） 
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⑥ 農業分野 
 

都市圏における排出量の推移 
 

農業分野から排出される温室効果ガスは、エネルギー起源 CO2以外の農地における肥料の使用

や農作物残さのすき込み、家畜の飼養・排泄物管理に伴い排出される CH4、N2Oです。 

令和４年度（2022年度）における農業分野の温室効果ガス排出量のうち、家畜の飼養・排泄物

管理に伴う排出量が約 71％を占めます。平成 25年度（2013年度）以降、農業分野の排出量はほ

ぼ横ばいに推移しています。 

 
■ 農業分野の温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村の排出割合 
 

都市圏の農業分野においては、菊池市の

排出割合が全体の 26%を占めており、阿蘇

市、熊本市、山鹿市、大津町、玉名市等、農

業や畜産が盛んな地域の排出割合が高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 農業分野の市町村別排出割合 

（令和４年度（2022 年度）） 
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（５） 市町村の排出特性 

市町村別の人口 1人当たりの温室効果ガス排出量は下表のとおりです。 

産業部門については、南関町、長洲町、西原村、大津町及び合志市等、工業団地を有し、企業

進出が進んでいる市町村の排出量が多い傾向にあります。 

業務その他部門については、熊本市、阿蘇市、菊陽町及び嘉島町等、商業施設や宿泊施設、官

公庁施設等が集積している市町の排出量が多い傾向にあります。 

家庭部門については、1 世帯当たりの人員が少ない地域の排出量が多い傾向にありますが、地

域間に大きな差はありません。 

運輸部門については、長洲町、高森町、西原村、南阿蘇村、嘉島町、甲佐町及び山都町等、公

共交通機関の利用が困難な町村は人口 1人当たりの排出量が多い傾向にあります。また、長洲町

は船舶の航行による温室効果ガス排出量が含まれるため、人口 1人当たりの運輸部門からの排出

量が他市町村よりも多くなっています。 

廃棄物分野については、地域間に大きな差はありません。 

農業分野については、菊池市、阿蘇市、和水町、高森町及び西原村等、農地面積が広く、畜産

が盛んな地域からの排出量が多くなっています。 

 

■ 令和４年度（2022年度）における市町村別の人口 1人当たりの温室効果ガス排出量 

単位：t-CO2/人 

 
※ 「その他」には、製品の製造工程で排出される CH4、N2O及び代替フロン等４ガスが含まれる。  

産業部門 業務その他 家庭部門 運輸部門 廃棄物分野 農業分野 その他

部門

熊本市 0.61 1.50 1.31 1.40 0.17 0.10 0.07

玉名市 1.33 1.04 1.15 1.68 0.17 0.59 0.01

山鹿市 1.27 1.08 1.15 1.87 0.14 1.01 0.01

菊池市 2.69 1.14 1.13 2.06 0.19 3.80 0.76

宇土市 4.74 0.96 1.10 1.91 0.23 0.16 0.13

宇城市 1.98 1.13 1.11 1.83 0.25 0.47 0.01

阿蘇市 2.96 1.29 1.18 2.07 0.03 3.16 0.02

合志市 4.87 0.82 1.07 1.29 0.16 0.54 0.24

美里町 0.69 0.85 1.09 1.82 0.23 0.94 0.01

玉東町 0.60 0.66 1.07 1.99 0.17 0.30 0.01

南関町 12.58 0.76 1.15 2.13 0.17 1.16 0.02

長洲町 7.97 0.83 1.23 3.30 0.15 0.18 0.03

和水町 3.12 0.93 1.06 2.09 0.18 2.26 0.02

大津町 5.54 1.10 1.19 1.97 0.17 1.07 0.02

菊陽町 3.40 1.44 1.21 1.52 0.18 0.29 0.20

高森町 1.72 1.15 1.25 2.20 0.04 2.59 0.02

西原村 7.36 0.86 1.10 2.70 0.24 2.17 0.81

南阿蘇村 1.06 1.04 1.23 2.28 0.06 1.80 0.02

御船町 0.92 1.08 1.12 2.00 0.19 0.57 0.02

嘉島町 3.24 2.38 1.08 2.36 0.26 0.48 0.02

益城町 1.89 1.15 1.07 2.12 0.17 0.31 0.02

甲佐町 1.53 0.91 1.08 2.20 0.19 0.52 0.02

山都町 1.03 1.02 1.15 2.20 0.28 1.99 0.02

都市圏 1.68 1.32 1.24 1.61 0.17 0.51 0.10
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３-２ 再生可能エネルギーの状況 

（１） 再生可能エネルギーとは 

再生可能エネルギーとは、太陽光・水力・風力・地中熱・バイオマスといった枯渇せず繰り返

し利用できるエネルギーのことです。利用時に温室効果ガスを排出しない環境にやさしいエネル

ギーです。 

再生可能エネルギーの導入ポテンシャルとは、賦存量（設置可能面積、平均風速、河川流量等

から理論的に算出することができるエネルギー資源量）から、法令、土地用途などによる制約が

あるものを除き算出されたエネルギー資源量のことです。 

本計画では、環境省「再生可能エネルギー情報供給システム（REPOS）」を活用し、都市圏の再

生可能エネルギーの導入ポテンシャルを把握し、地域事情等を考慮して再生可能エネルギー導入

目標を設定します。 

 

■ 導入ポテンシャルの定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：環境省「我が国の再生可能エネルギー導入ポテンシャル」 
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（２） 都市圏における再生可能エネルギーの導入ポテンシャル 

環境省「自治体排出量カルテ」によると、都市圏

における再生可能エネルギーの導入ポテンシャル

は、2,449万 kWです。 

このうち、太陽光発電の導入ポテンシャルが

88％と最も高く、次いで風力発電 11％の順になっ

ており、全国のポテンシャル（太陽光発電：74％、

風力発電：25％）と比較すると、太陽光発電の割合

が高くなっています。 

都市圏においては、建築物の屋根・壁等へ太陽光

発電を導入し、住宅や事業所で自家消費すること

で、電気の脱炭素化を図れます。 

一方、この導入ポテンシャルは、建築物の耐震

性、自然景観への影響等を考慮したものではない

ため、導入ポテンシャルと同等の設備導入が期待

できるものではありません。設備導入に際しては、

建築物や周辺環境への影響等を十分に勘案し、導入可能性を検討する必要があります。 

 

 

（３） 再生可能エネルギーの導入状況 

環境省「自治体排出量カルテ」によると、令和

5年度（2023年度）時点での都市圏に導入されて

いる再エネ設備（FIT・FIP16認定設備に限る）は、

1,439,443kW（144万 kW）です。このうち、太陽

光発電は、再エネ設備容量（kW）の 90%、を占

めています。令和 5 年度（2023 年度）における

太陽光発電の設備容量は、平成 25年度（2013年

度）と比べて、約 2.3倍に増えています。 

都市圏に導入されている再エネ設備から生産

されている再エネ電気は、約 2,369 GWh（2,369

百万 kWh）であり、都市圏の電力需要量の約 28%

に相当します。しかしながら、FIT・FIP認定設備

で生産された電気は、固定価格買取制度によって

市場取引されるため、全量が都市圏内で消費され

ている訳ではありません。 

一方、都市圏では、大規模太陽光発電を中心に

導入が拡大してきましたが、景観の悪化等、再エ

ネ設備導入による弊害が顕在化しています。 

  

 
16【FIT・FIP】FITは再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取る制度。FIPは再生可

能エネルギーで発電した電気を、電力市場の価格に連動して買い取る制度。 

■ 都市圏の再エネ導入ポテンシャル 

 
資料：環境省「自治体排出量カルテ」を基に作成 

■ 都市圏における再エネ電気生産量（FIT・

FIP認定設備）の推移 

 
資料：環境省「自治体排出量カルテ」を基に作成 
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■ 都市圏における再生可能エネルギーの導入設備容量（kW） 

種別 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

太陽光 

発電 

10kW未満 

（主に 

住宅用） 

136,238 148,288 163,359 182,562 203,558 222,191 240,685 262,543 282,949 

10kW以上 423,005 513,946 585,222 646,308 714,235 813,029 864,503 979,561 1,022,282 

風力発電 20,800 20,800 20,800 20,800 19,020 19,029 19,029 19,029 19,029 

水力発電 3,362 4,966 7,945 10,925 18,811 34,416 58,974 97,121 97,521 

地熱発電 0 0 0 0 0 0 0 0 2,168 

バイオマス発電 3,658 3,658 3,658 3,658 3,658 3,658 11,633 12,083 15,495 

合計 587,064 691,658 780,984 864,253 959,282 1,092,322 1,194,824 1,370,337 1,439,443 

資料：環境省「自治体排出量カルテ」を基に作成 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市圏に導入されている再エネ設備の写真等を掲載予定 
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３-３ 森林吸収の状況 

（１） 森林資源の状況 

都市圏の地目別土地面積をみると、総面積の約 36%を山林が占めています。また、令和５年

（2023年）4月現在の森林蓄積量17（民有林及び国有林の合計）は都市圏全体で 5,153万m3であ

り、CO2に換算すると約 5,840 万 t-CO2になります。これは、樹木が成長する過程で森林に蓄え

てきた CO2になります。 

森林を保全し、樹木の生長を促すことで多くの CO2を森林に吸収・蓄積させることができます。 

 
 

（２） 都市圏の森林吸収量 

平成 28年度（2016年度）以降の森林吸収量の推移は下図のとおりです。令和 4年度（2022年

度）の森林吸収量は 37万 t-CO2であり、令和 4年度（2022年度）の温室効果ガス排出量の約４%

に相当します。 

■ 都市圏の森林吸収量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 森林が吸収した量を正とし、負の値は当該年度の伐採量が樹種の成長量を上回っていることを示す 
資料：熊本県「熊本県林業統計要覧」を基に推計  

 
17
【森林蓄積量】森林を構成する樹木の幹の体積のこと。 

■ 都市圏の地目別土地面積割合 ■ 都市圏の森林蓄積量（2023年 4月現在） 

 
※「固定資産の価格等の概要調書」の 

「評価総地積」（2022 年 1 月 1 日時点） 

資料：熊本県「令和６年熊本県統計年鑑」

を基に作成 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：熊本県「熊本県林業統計要覧」を基に作成 
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コラム  

森林吸収は、温室効果ガスの排出削減に大きな役割を果たします。具体的には、樹木が光合成

によって大気中の CO₂を吸収し、炭素として幹や枝、根に蓄えることで、CO₂の濃度を下げ、地

球温暖化の緩和に貢献しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：林野庁 
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３-４ 気候変動の影響評価 

（１） これまでの都市圏の気候の変化 

都市圏各地の年平均気温は上昇傾向にあり、地域によって差はあるものの昭和 55年（1980年）

と比較すると、約 3度上昇しています。 

また、年間熱帯夜日数も増加傾向にあり、昭和 55年（1980年）を基準とすると、４日/10年の

ペースで熱帯夜の日が増えています。 

 

■ 都市圏の気象観測所における年平均気温の推移 

 

 
直線（赤）：この期間の平均的な変化傾向 

資料：気象庁「過去の気象データ」を基に作成 
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■ 都市圏の気象観測所における年平均気温の推移 

 
※1985年、1986 年（平均気温）の値は、資料不足値（統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている）を便宜的に使用。 

 

 
※2010年の値は、資料不足値（統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている）を便宜的に使用。 

 
直線（赤）：この期間の平均的な変化傾向 

資料：気象庁「過去の気象データ」を基に作成 

 



 

48 

 
 ※阿蘇山：2017 年 12月 1 日まで観測 
直線（赤）：この期間の平均的な変化傾向 

資料：気象庁「過去の気象データ」を基に作成 
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（２） 都市圏の将来の気候・気象 

熊本地方気象台・福岡管区気象台が公表している「熊本県の気候変動（令和７年３月）」では、

追加的な対策を取らなかった場合（４℃上昇シナリオ）とパリ協定の２℃目標が達成された場合

（２℃上昇シナリオ）を想定した気候のシミュレーション結果が示されています。 

20世紀末（1980～1999年の平均）と比較した、21世紀末（2076～2095年の平均）の年平均気

温等の予測は以下のとおりです。 

 

 

■ 熊本県における 21世紀末（2076～2095 年の平均）の気候変動予測（対 20 世紀末平均） 

区分 ４℃上昇シナリオ ２℃上昇シナリオ 

年平均気温 4.0℃上昇 1.3℃上昇 

年間猛暑日日数 約 26 日増加 約 7 日増加 

年間熱帯夜日数 約 58 日増加 約 20 日増加 

非常に激しい雨が降る回数 

（１時間降水量 50 ㎜以上） 
約 2.8 倍 約 1.6 倍 

 

４℃上昇シナリオ（RCP8.5）  ２℃上昇シナリオ（RCP2.6） 

21 世紀末の世界平均気温が 

工業化以前と比べて約４℃上昇。 

追加的な緩和策を取らなかった世界。 

21 世紀末の世界平均気温が 

工業化以前と比べて約２℃上昇。 

パリ協定の２℃目標が達成された世界。 

 

 

（３） 現在及び将来予測される気候変動の影響 

国の「気候変動影響評価報告書」では、「農業・林業・水産業」などの各分野の気候変動影響に

ついて「重大性（影響の程度、可能性等）」、「緊急性（影響の発現時期や適応の着手と重要な意思

決定が必要な時期等）」、そして「確信度（証拠の種類、量、質等）」の３つの観点から評価してい

ます。 

国の気候変動影響評価で「影響が認められる」あるいは「高い」と評価された項目のうち、気

候変動により想定される都市圏への影響は、次のとおりです。 
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暮らし・健康への影響 

災害・安全面の影響 

水環境・水資源の影響 

■ 気候変動により予測されうる身近な影響 

 

 

  

➢ 熱中症のリスク増加 

・猛暑日や熱帯夜の増加により、日常生活にお

ける熱中症搬送者数や死亡者数が増加する。 

・屋外での活動制限が必要となる日数が増加

する。 

➢ 生活費負担の増大 

・夏季には冷房使用が急増し、電気代が上昇

し、生活費を圧迫する。 

 

 

 

 

 

  

➢ 豪雨・浸水による生活被害 

・豪雨による住宅被害や断水、停電、避難生活が長期化する。 

・日常的にハザードマップの確認や非常用備蓄品の準備が必要

となる。 

 

 

 

  

➢ 地下水位の低下 

・豪雨頻度の増加によって雨水が地下に浸透する前に河川等へ流出したり、雨が降らない日が増加

することにより、地下水量が減少し持続的利用が困難になる。 

 

 

 

 

➢ 食料品価格の上昇 

・高温や台風被害により、農作物の品質低

下（白未熟粒18や日焼け果の発生等）や、

収穫量が減少し、家庭の食費負担が増加

する。 

➢ 食の選択肢の変化 

・手に入りにくくなる野菜や果物が増え、家庭で選べる食材・料理が変わる。  

 
18 【白未熟粒】でんぷんの蓄積が不十分なため白く濁って見える米粒。 

熊本県の熱中症による救急搬送人員数 

資料：総務省「熱中症情報」を基に作成 

※2013 年～2014 年：６月１日～９月 30 日の救急搬送人員 

2015 年以降：５月１日～９月 30 日の救急搬送人員 

被害状況（津奈木町福浜地区） 

資料：熊本県「県内の被害概要 

（令和２年７月豪雨）」 

白未熟粒（左）と正常粒（右） 

資料：農林水産省「令和５年地球 

温暖化影響調査レポート（概要版）」 

食の影響 

トマトの日焼け果 

資料：熊本県農業情報サイト

【アグリ】 
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■ 気候変動により想定される都市圏への影響 
 

分野 大項目 小項目 
現在及び将来予測されうる 

都市圏への影響 

農業・ 

林業・ 

水産業 

農業 

水稲 品質の低下 

果樹 果実の着色不良・遅延 

病害虫・雑草等 病害発生の増加 

農業生産基盤 農地被害リスクの増加 

水産業 増養殖業等 年間収穫量の減少 

水環境・ 

水資源 

水環境 河川 水温の上昇、水質の変化 

水資源 水供給（地表水） 渇水の頻繫化・長期化・深刻化 

自然生態系 

分布・個体群数の変動（在来生物） 分布域の変化、ライフサイクル等の変化 

分布・個体群数の変動（外来生物） 分布拡大、定着の促進 

自然災害・ 

沿岸域 

河川 

洪水 
短時間強雨や大雨の発生による水害の

発生 

内水 内水氾濫リスクの増加 

沿岸 高潮・高波 
海面水位上昇、台風の強度増加等による

高潮・高波リスクの増大 

山地 土石流・地すべり等 崩壊・がけ崩れ・土石流等の頻繁化 

健康 暑熱 

死亡リスク等 気温の上昇による超過死亡19の増加 

熱中症等 熱中症患者搬送数の増加 

住民生活 

都市インフラ、

ライフライン等 
水道、交通等 

大雨や台風による交通網やライフライ

ンの寸断 

その他 暑熱による生活への影響等 
ヒートアイランド現象20の進行、暑さ指

数（WBGT）21の上昇 

 

 
19 【超過死亡】直接・間接を問わずある疾患により総死亡がどの程度増加したかを示す指標。 
20 【ヒートアイランド現象】市街地中心部の気温が周囲よりも高くなる現象。 

21 【暑さ指数（WBGT）】熱中症予防のために開発された指数で、①気温、②湿度、③日射などの熱環境の３つの要素を

考慮した体感温度の目安。 
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３-５ 脱炭素に関する住民・こども・事業者の意向等 

（１） 住民・こども・事業者の意向把握 

計画策定に際して、住民・こども・事業者の意向及び取組状況等を把握するため、住民及び事業

者を対象としたアンケート調査、こどもを対象としたワークショップ（アンケート調査）を実施し

ました。 

把握した結果は、「都市圏が目指す 2050 年地域脱炭素の姿」や具体的な事業内容の検討に活用

しています。 

 

（２） 住民の意向等 

住民を対象としたアンケート調査結果の概要は以下のとおりです。 

 

■ 住民アンケート調査の結果の概要 

質問内容 回答結果 

 

 

 

 

回答結果のグラフ等を挿入予定 

 

（３） こどもの意向等 

ワークショップやアンケートから把握したこどもたちの意見は以下のとおりです。 

 

■ こどもワークショップ等の結果の概要 

質問内容 回答結果 

 

 

 

 

回答結果のグラフ等を挿入予定 

 

（４） 事業者の意向等 

事業者を対象としたアンケート調査結果の概要は以下のとおりです。 

 

■ 事業者アンケート調査の結果の概要 

質問内容 回答結果 

 

 

 

 

回答結果のグラフ等を挿入予定 
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基本理念の考え方 

熊本連携中枢都市圏にある恵まれた自然環境を守り、未来へと引き継ぎながら、都市圏の

自然資源及び人的・知的資源等を活用・循環させた脱炭素の取組により、持続可能な豊かな都

市圏を実現する。 

第４章 基本理念と目指す姿及び温室効果ガスの削減目標 

４-１ 計画の基本理念と目指す姿 

本計画では、人類共通の喫緊の課題である脱炭素社会の実現に向け、都市圏の住民・事業者・行

政が一体となって地球温暖化対策を推進するため、基本理念及び目指す姿を以下のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画では、基本理念を基に以下の３つの目指す姿を掲げて取り組みます。 

○温室効果ガス削減目標の達成 

都市圏のスケールメリットを最大限活用した施策の展開 

○環境と共生した脱炭素社会の実現 

脱炭素化を図りつつ環境と調和した地域づくりの推進 

○未来につなげるための一人ひとりの意識改革 

次世代につなぐための啓発・教育の更なる推進 

 

 

 

 

  

第４章 基本理念と目指す姿及び温室効果ガスの削減目標 

温室効果ガスの削減目標温室効果ガスの削減目

水、森、大地とともに生きる、持続可能なくまもと脱炭素循環共生圏の実現 

計画の基本理念 

計画の目指す姿 
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４-２ 脱炭素に向けた課題及び排出削減の方向性 

（１） 脱炭素に向けた課題 

都市圏では、産業部門、業務その他部門、家庭部門、運輸部門のエネルギー起源 CO2が主要な

排出源となっています。また、再エネの普及拡大や省エネの進展等により産業部門、業務その他

部門、家庭部門の排出は基準年度より減少していますが、運輸部門の削減率が低い状況です。 

このような状況を踏まえ、本計画では、以下の事項を排出削減の基本的な方向性として定めま

す。 

➢ 経済活動の活性化と脱炭素を同時達成するため、製造業、サービス業、家庭などあらゆる

主体の省エネや再エネ等の取組を促進 

➢ 住民及び事業者の脱炭素化につながる行動変容のさらなる啓発（デコ活の促進） 

➢ 企業進出の増加を見据え、製造業、サービス業、家庭など多様な主体への働きかけを効果

的に行うため、地域の脱炭素をけん引するステークホルダー（民間企業等）との連携策を

検討 

➢ 排出量の削減率が低い運輸部門の取組強化 

 

（２） 排出削減の方向性 

① 産業部門 

経済活動の活性化を踏まえた製造業を中心とした脱炭素化の促進 

 

産業部門（製造業）では、生産に必要な熱を得るため、多くの燃料及び電力を消費します。ま

た、生産設備を稼働させるため多くの電力を消費します。 

このため、南関町、長洲町、西原村、大津町及び合志市等では、省エネルギー性能の高い設備・

機器の導入促進、化石燃料の電化・燃料転換、工場屋根等を活用した太陽光発電の導入促進等に

より、経済活動を活発化させながら、産業部門（製造業）からの温室効果ガスを削減します。 

 

【都市圏の連携方策】 

製造業が盛んな市町村を中心に業種に応じた脱炭素化支援（事業所向け省エネ診断、再エネ導

入アドバイス等）を連携して実施することで、製造業の排出削減対策の知見を習得し、都市圏内

へ波及させます。また、市町村が連携して脱炭素経営セミナー等を開催し、事業者の脱炭素に対

する関心を都市圏全体で高めます。さらに、今後、再生可能エネルギーの需要が高まることが想

定されることから、地域エネルギー会社などを通じて、事業者に再生可能エネルギーを安定的に

供給する体制・仕組みづくりを検討します。 

 

② 業務その他部門 

事業者の脱炭素意識の向上及び快適性を維持した施設の脱炭素化の促進 

 

業務その他部門では、動力・照明、冷暖房設備及び給湯器の稼働に伴い電気及び化石燃料を消

費することで、温室効果ガスを排出します。 

このため、熊本市、阿蘇市、菊陽町及び嘉島町等では、高効率の照明・空調・給湯器への更新、

建築物の断熱性能の向上、施設屋根等を活用した太陽光発電の導入促進等により、施設の快適性

を維持しながら、温室効果ガスを削減します。 
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【都市圏の連携方策】 

業務その他部門の排出量が特に多い熊本市が率先して、建築物用途（商業施設、オフィス等）

に応じた省エネ対策支援、太陽光発電の導入支援策を検討・実施し、他の市町村へノウハウを共

有します。また、市町村が連携して脱炭素経営セミナー等を開催し、事業者の脱炭素に対する関

心を都市圏全体で高めます。 

 

③ 家庭部門 

住民の脱炭素意識の向上及び快適性を維持した住宅の脱炭素化の促進  

 

家庭部門では、住宅における照明、冷暖房設備、給湯器の稼働に伴い電気及び化石燃料を消費

することで、温室効果ガスが排出されます。今後、人口増（社会増）が見込まれる市町村では、

住宅等の新築が増加すると考えられます。住宅等は一度建築される 30 年程度使用されることが

一般的であるため、建築段階から省エネ設備や再エネ設備の導入を推進する必要があります。 

このため、各市町村においては、住民の脱炭素意識の向上とデコ活（高効率照明・空調設備・

給湯器の導入、住宅の断熱化、住宅屋根等への太陽光発電設備の設置など）の実践促進等により、

住宅の快適性を維持しながら、温室効果ガスの削減を図ります。 

 

【都市圏の連携方策】 

集客力のある公共施設及び民間施設等において、市町村共同による環境イベントを開催するこ

とで、より多くの住民を対象に脱炭素意識の高揚を図ります。学校における環境学習のノウハウ

やツールを市町村間で共有することで、こどもたちの脱炭素に対する関心を都市圏全体で高めま

す。また、住宅の更なる省エネルギー・省 CO2を促進するため、省エネ性能の高い設備・機器や、

住宅のエネルギー管理システム等の知見を市町村で共有し、より排出削減効果が高い導入促進策

を展開します。 

 

④ 運輸部門 

地域の交通事情に適した対策の促進 

 

運輸部門における温室効果ガスの主な排出要因は、自動車の走行に伴うガソリン等の化石燃料

の消費です。 

このため、各市町村においては、化石燃料の消費が少ない次世代自動車の普及促進や、公共交

通機関及び徒歩や自転車等の利用促進により自動車の過度な利用を抑制することが重要になり

ます。一方、公共交通機関の利用が困難な市町村では、次世代自動車の普及促進に加え、カーシ

ェアリングの普及促進、ライドシェアやグリーンスローモビリティの導入検討等、地域の交通事

情に適した対策を推進します。 

 

【都市圏の連携方策】 

公共交通機関の利用が困難な市町村では、次世代自動車や再エネ電気を活用したカーシェアリ

ング、ライドシェアやグリーンスローモビリティ等、地域の実情に応じた交通手段の導入検討・

実証等を共同で行い、ノウハウを共有します。また、都市圏と民間交通事業者が連携し、MaaS等

の地域を結ぶ交通サービスを導入します。 
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⑤ 廃棄物分野 

焼却されるプラスチック類の削減及び分別収集 

 

廃棄物分野における温室効果ガスの主な排出要因はプラスチックの焼却です。 

このため、ワンウェイプラスチックの使用削減や、バイオプラスチックの利用、廃棄されるプ

ラスチック類の分別収集・再生利用を促進することで、焼却されるプラスチック類を削減します。 

 

【都市圏の連携方策】 

各市町村がイベント等におけるワンウェイプラスチックの使用削減や、バイオプラスチックの

利用に係る取組を実施し、そのノウハウを共有することで都市圏に波及させます。また、プラス

チック類の分別収集・再生利用を率先して取り組む市町村のノウハウを都市圏で共有し、プラス

チックの再資源化促進を図ります。 

 

⑥ 農業分野 

環境保全農業及び家畜排せつ物の堆肥化・エネルギー利用の促進 

 

農業分野では、農地における肥料の使用や家畜排せつ物の処理に伴い温室効果ガスが排出され

ます。 

このため、環境保全農業の推進による化学肥料の使用量削減、家畜排せつ物の堆肥化による温

室効果ガスの発生抑制、バイオガス発電事業の検討等の取組により、温室効果ガスを削減します。 

 

【都市圏の連携方策】 

農業が盛んな市町村において、環境保全型農業の普及拡大、バイオ炭の農地施用等の新たな取

組の検討等を連携して行うことで、温室効果ガスの排出削減を進めます。 

 

⑦ 再生可能エネルギー 

都市圏の自然的社会的条件を考慮した再生可能エネルギーの導入拡大 

 

再生可能エネルギーの導入に関しては、景観悪化など、一部弊害が見られますが、脱炭素を実

現するためには、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換を進めていく必要があります。都市

圏では、再生可能エネルギーのうち、太陽光発電の導入ポテンシャルが最も高く、景観等へ配慮

しながら導入拡大を図ることが重要です。 

このため、都市圏の自然環境との調和を前提に、工業施設及び商業施設等のエネルギー需要施

設や、設置可能な建築物・未利用地への太陽光発電の導入、ペロブスカイト太陽電池の導入検討

等により、再生可能エネルギーの導入拡大を図ります。 

 

【都市圏の連携方策】 

各市町村において、廃棄物処理施設や上下水道施設の未利用空間への太陽光発電設置、ペロブ

スカイト太陽電池の導入実証等、太陽光発電の導入拡大に向けた創意工夫を行い、ノウハウを市

町村間で共有し、更なる導入につなげます。 
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⑧ 森林吸収 

森林の有する多面的機能の維持・拡大 

 

都市圏における森林吸収量は、温室効果ガス排出量の約 4%に相当し、排出削減において重要

な役割を担っています。また、都市圏の森林を保全することは、吸収源を確保するだけではなく、

都市圏を特徴づける地下水の保全、土砂崩れや洪水の防止、生物多様性の保全など、森林の持つ

多様な機能を発揮させることになります。 

このため、各市町村の森林整備計画に基づく森林の適切な整備・保全を推進し、森林の有する

多面的機能の維持及び拡大を図ります。 

 

【都市圏の連携方策】 

林業が盛んな市町村において、スマート林業の普及、木質バイオマスの利用拡大等、森林の資

循環利用を促す取組を率先的に実施し、都市圏内へ波及させます。 
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４-３ 温室効果ガス削減目標の設定 

（１） 都市圏の温室効果ガス削減目標 

都市圏では、令和 2年（2020年）1月 28日に「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指す

ことを宣言しました。 

本計画では、令和 12年度（2030年度）における削減目標を、旧計画の目標「40%以上削減」

から大幅に引き上げるとともに、令和 32年度（2050年度）に加え、国の「地球温暖化対策計画 

令和 7年 2月閣議決定」に示されている令和 17年度（2035年度）及び令和 22年度（2040年度）

の削減目標を設定します。 

なお、削減目標は、令和 12年度（2030年度）の中間見直しに加え、令和 17年度（2035年度）

の計画期間終了時に必要に応じて見直しを行います。 

 

令和 12 年度

（2030 年度） 

温室効果ガス排出量 平成 25 年度（2013 年度）比 53％以上削減 

排出・吸収量の目安：526 万 t-CO2 

令和 17 年度

（2035 年度） 

温室効果ガス排出量 平成 25 年度（2013 年度）比 65％以上削減 

排出・吸収量の目安：395 万 t-CO2 

令和 22 年度

（2040 年度） 

温室効果ガス排出量 平成 25 年度（2013 年度）比 77％以上削減 

排出・吸収量の目安：255 万 t-CO2 

令和 32 年度

（2050 年度） 
温室効果ガス排出量 実質 ゼロ 

 

  

■ 都市圏における温室効果ガス排出目安及び削減目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暫定値 
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■ 部門・分野別の温室効果ガス削減目標及び排出・吸収量の目安 

部門等 
2013排出量 

（万 t-CO2） 

2013年度比削減目標 

（排出・吸収量の目安 万 t-CO2） 

2030 2035 2040 

エネルギー 

起源 CO2 

産業部門 285 

49%削減 62%削減 71%削減 

143 106 81 

業務その他部門 254 

62%削減 72%削減 86%削減 

96 71 34 

家庭部門 258 

72%削減 80%削減 95%削減 

70 51 11 

運輸部門 238 

27%削減 46%削減 59%削減 

173 128 96 

廃棄物分野 20 

33%削減 42%削減 51%削減 

13 11 10 

農業分野 69 

10%削減 14%削減 19%削減 

62 59 56 

その他ガス 15 

12%削減 12%削減 13%削減 

12.8 12.7 12.6 

森林吸収 － 

－ － － 

-44 -44 -44 

合計 排出・吸収量 1,139 

53%削減 65%削減 77%削減 

526 395 255 

 

  

暫定値 
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（２） 構成市町村の温室効果ガス削減目標 

本計画では市町村別の削減目標も設定します。各市町村の削減目標は以下のとおりです。 

 

■ 市町村別の温室効果ガス削減目標及び排出・吸収量の目安 

市町村 
2013 排出量 

（万 t-CO2） 

2013 年度比削減目標（排出・吸収量の目安 万 t-CO2） 

2030 2035 2040 

熊本市 525.6 52%削減 251.3 64%削減 189.2 76%削減 124.9 

玉名市 46.7 46%削減 25.2 60%削減 18.7 73%削減 12.6 

山鹿市 43.5 50%削減 21.7 60%削減 17.4 73%削減 11.6 

菊池市 66.9 46%削減 36.1 60%削減 26.8※1 73%削減 18.1※1 

宇土市 37.1 50%削減 18.5 55%削減 16.7 60%削減 14.7 

宇城市 50.7 46%削減 27.3 60%削減 20.3 73%削減 13.6 

阿蘇市 32.0 50%削減 16.0 60%削減 12.8 73%削減 8.6 

合志市 56.7 46%削減 30.6 60%削減 22.7 73%削減 15.3 

美里町 6.7 50%削減 3.4 60%削減 2.7 73%削減 1.8 

玉東町 3.4 50%削減 1.7 60%削減 1.4 73%削減 0.9 

南関町 14.6 46%削減 7.9※1 60%削減 5.8※1 73%削減 3.9※1 

長洲町 35.3 50%削減 17.5 60%削減 14.1 73%削減 9.5 

和水町 13.1 50%削減 6.5 60%削減 5.2 73%削減 3.5 

大津町 54.5 50%削減 27.3 60%削減 21.8 73%削減 14.7 

菊陽町 48.1 50%削減 24.0 60%削減 19.3 73%削減 13.0 

高森町 6.5 46%削減 3.5 60%削減 2.6 73%削減 1.8 

西原村 11.1 46%削減 6.0※1 60%削減 4.5※1 73%削減 3.0※1 

南阿蘇村 9.4 50%削減 4.7 60%削減 3.8 73%削減 2.5 

御船町 12.1 50%削減 6.0 60%削減 4.9 73%削減 3.3 

嘉島町 12.4 46%削減 6.7 60%削減 5.0 73%削減 3.3 

益城町 29.6 46%削減 16.0 60%削減 11.8 73%削減 8.0 

甲佐町 8.6 46%削減 4.7 60%削減 3.5 73%削減 2.3 

山都町 13.8 50%削減 6.9 60%削減 5.5 73%削減 3.7 

①市町村合計 1,139 － 569 － 436 － 295 

②森林吸収※2 － － -43 － -41 － -40 

都市圏 

（①＋②） 
1,139 53%削減 526 65%削減 395 77%削減 255 

※1 市町村内の森林吸収量を考慮した数値 
※2 都市圏全体で見込む森林吸収量のうち、市町村に帰属させた量を除いた数値 

暫定値 
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４-４ 目標設定の考え方 

（１） 2030 年度目標の考え方 

令和 12年度（2030年度）の削減目標は、まず、令

和 4年度（2022年度）を基準に追加的な対策を実施

しない場合の将来の温室効果ガス排出量（現状すう

勢ケース（BAU））を試算し、国が取り組む追加的な

対策・施策による削減効果、電気の排出係数の低減に

よる削減効果、さらに都市圏の各市町村が取り組む

追加的な対策・施策による削減効果を加味して設定

しました。 

 

 

 

 

（２） 2035 年度目標の考え方 

令和 17 年度（2035 年度）の削減目標は、令和 12 年度（2030 年度）から令和 22 年度（2040

年度）にかけての直線状の中間点として設定しました。 

 

 

（３） 2040 年度目標の考え方 

令和 22年度（2040年度）の削減目標は、国の「地球温暖化対策計画 令和 7年 2月閣議決定」

に示されている部門別の削減率を基に対策による削減効果を上乗せするとともに、資源エネルギ

ー庁「2040年度におけるエネルギー需給の見通し（関連資料）」に示されている電気の排出係数

による削減効果を加味して設定しました。都市圏においては、「地球温暖化対策計画 令和 7年 2

月閣議決定」に示されている対策・施策に沿った事業を実施します。 

 

 

（４） 2050 年度目標の考え方 

都市圏では、令和 2 年（2020 年）1 月に「2050 年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すこと

を宣言しました。同宣言に基づき、令和 32年度（2050年度）の削減目標は、温室効果ガスの排

出量を全体としてゼロにすることとします。 

 

 

 

 

  

2022 年度 2030 年度 

BAU による

減少 

① 国の対策・施策 
   電気の排出係数

の低減 

② 都市圏の取組 

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量 
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■ 対策による削減見込量                           単位：万 t-CO2 

部門 主な対策内容 
削減見込量 

2030 2040 

エネ 

CO2 

産業 

▷ 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 

▷ 電化の推進 

▷ 燃料転換の推進 

▷ 徹底的なエネルギー管理の実施 

12.6 27.4 

業務 

その他 

▷ 省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 

▷ 建築物の省エネルギー化 

▷ 省エネルギー診断等による徹底的なエネルギー

管理の実施 

▷ 電化の推進 

▷ 「デコ活」の推進（クールビズ・ウォームビズ等） 

18.0 35.1 

家庭 

▷ 住宅の省エネルギー化 

▷ 高効率な省エネルギー機器の普及 

▷ 省エネルギー情報提供を通じた徹底的なエネル

ギー管理の実施 

▷ 電化の推進 

▷ 「デコ活」の推進（クールビズ・ウォームビズ等） 

32.1 36.9 

運輸 

▷ 次世代自動車の普及、燃費改善等 

▷ 道路交通流対策 

▷ 公共交通機関及び自転車の利用促進 

▷ トラック輸送の効率化、共同輸配送の推進 

▷ 「デコ活」の推進（エコドライブ等） 

24.5 79.5 

部門横断 
▷ 電気の排出係数の低減 152.2 291.3 

▷ 再エネ導入・再エネ電力の利用 15.3 15.0 

エネ

CO2 

以外 

廃棄物 

分野 

▷ 廃棄物焼却量の削減 

▷ プラスチックごみの分別収集・再生利用の推進 
7.3 9.7 

農業分野 
▷ 土壌診断に基づく適正施肥の推進 

▷ 環境保全型農業の推進 
0.6 1.1 

合計 262.6 496.0 

 

 

 

 

 

暫定値 
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第５章 目標達成に向けた取組 

５-１ 施策体系 

■ 緩和策の施策体系 

基本方針  対策  施策例 
     

基本方針 1 

再生可能エネルギーの

利用促進と徹底した 

省エネルギーの推進 

 

① 再生可能エネルギーの導入

や利用の促進 

 

▷ 太陽光発電及び蓄電地の導入促進 

▷ 住宅及び事業所における再エネ電気の 

利用促進 

② 徹底した省エネルギーの 

推進 

▷ 省エネルギー性能の高い設備・機器の 

導入促進 

▷ エネルギーマネジメントシステム等の 

普及促進 

▷ 住宅や建築物の省エネルギー化 

③ 電化・燃料転換や 

電気需要の最適化の推進 

▷ 化石燃料から電気、より低炭素な燃料 

への転換の推進 

▷ 蓄電池やデマンドレスポンスによる 

電力需給調整の推進 
     

基本方針 2 

脱炭素型の都市・ 

地域づくりの推進 

 

① CO2排出量が少ない移動・ 

輸送手段の普及促進 
 

▷ 次世代自動車の普及促進 

▷ 徒歩や自転車移動の推進 

② 公共交通機関の利用促進 ▷ 公共交通機能の充実・利便性の向上 

     

基本方針 3 

持続可能な 

資源循環社会の構築 

 

① 廃棄物の発生抑制 

 

▷ リデュース・リユースの推進 

▷ プラスチックごみの削減 

② 廃棄物の適正処理と 

資源循環の推進 

▷ 廃棄物の資源利用の推進 

▷ 下水処理に伴う資源の有効活用 

     

基本方針 4 

豊かな自然環境の保全

と環境に配慮した 

農林水産業の推進 

 

① 地下水保全の推進 

 

▷ 地下水保全対策 

▷ 雨水有効活用の促進 

▷ 水源かん養林整備の促進 

② 環境に配慮した 

農林水産業の推進 

▷ 環境保全型農業の推進 

▷ 家畜排せつ物の有効活用 

③ 豊かな森・海づくりの推進 

▷ 森林整備事業 

▷ 環境保全協定 

▷ 林業担い手育成 

④ 都市緑化の普及促進 ▷ 都市緑化の推進 

     

基本方針 5 

脱炭素につながる行動

変容の促進と環境投資

の推進 

 

① 脱炭素につながる 

ライフスタイルの普及促進 
 

▷ 環境教育の推進 

▷ 脱炭素意識の啓発 

▷ 農林水産物の地産地消の推進 

② 脱炭素経営・ 

ビジネスの普及促進 
 

▷ 脱炭素経営の意識醸成・普及促進 

▷ 脱炭素に向けた投資環境の整備 

▷ 脱炭素関連技術・産業の育成支援 

 

第５章 目標達成に向けた取組 
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■ 適応策の施策体系 

分野  施策例 
   

農林水産業 

 

▷ 気候変動に適応した農作物への転換、生産技術の普及 

▷ 農業施設・設備の水害対策の推進 

水資源・水環境 
▷ 公共用市域の水質調査 

▷ 地下水かん養の推進 

自然生態系 
▷ 自然環境の把握 

▷ 自然環境の保全 

自然災害 

 

▷ 避難行動の周知 

▷ 洪水防止対策 

健康 
▷ 暑熱対策 

▷ 感染症対策 

産業・経済活動、生活 
▷ 経済活動の機能不全に対する備え 

▷ 気候変動に適応したライフスタイルへの転換 
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コラム：日常生活でできる緩和策 

 取組例を紹介予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５-２ 緩和策に関する取組 

緩和策とは 

緩和策とは、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出を抑制したり、森林等による CO2吸収

量を増加させることで、地球温暖化の進行を抑える対策のことです。 

具体的には、省エネルギー対策、エネルギー転換、再生可能エネルギーの導入、森林整備等によ

る吸収源の確保が挙げられます。 

 

【緩和策の例】 

① 省エネルギー対策 

節電、省エネ家電の普及、省エネ技術の開発な

ど、エネルギー消費量を削減する。 

② エネルギー転換 

化石燃料から電気、バイオ燃料や水素等に転換

することで、化石燃料の使用を減らす（なくす）。 

③ 再生可能エネルギーの導入 

太陽光発電や風力発電など、再生可能エネルギ

ーの利用を拡大し、化石燃料の使用を減らす。 

④ 吸収源の増加 

森林の植林や保全、海の中の藻場の保全など、

植物による CO2 の吸収源を増加させ、大気中の

CO2を吸収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：環境省「気候変動適応情報プラットフォームポー

タルサイト」 
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基本方針 1 再生可能エネルギーの利用促進と徹底した省エネルギーの推進 

【現状と課題】 

温室効果ガス排出量の約 9割は、化石燃料や電気の

消費に伴い排出されるエネルギー起源 CO2 です。エ

ネルギー起源 CO2 の排出量を削減するため、住宅や

事業所においてエネルギーを効率的に使い、消費する

エネルギーの量を減らすとともに、必要なエネルギー

を再生可能エネルギーや、非化石燃料へ転換していく

必要があります。 

また、「地域経済循環分析」（環境省、株式会社価値

総合研究所）によると、都市圏ではエネルギー代金

1,350 億円が域外へ流出しています。これは、域内総

生産の 2.8%に相当します。エネルギー代金の流出を

抑制し、脱炭素に向けた設備投資など、地域の経済活

動活性化を図るためにも、再生可能エネルギーの地産

地消を進める必要があります。 

 

【対策・施策の目指す方向性】 

住宅や事業所で実践可能な省エネ活動の普及拡大、高効率設備機器への更新を更に推進すると

ともに、可能な限り化石燃料から再エネ電気・非化石燃料へ転換します。また、都市圏の自然環

境との調和を前提に再生可能エネルギーの導入を拡大することで、温室効果ガス排出量の削減、

地域経済循環及びレジリエンス強化等を目指します。 

 

【施策の効果】 

施策区分 削減見込量 副次的効果 

再生可能エネルギーの利用促進 15.3 万 t-CO2 

➢ レジリエンス強化（災害時の電源確保） 

➢ 関連産業・雇用の創出 

➢ 域外へのエネルギー代金流出抑制による

地域経済循環の促進 

徹底した省エネルギーの推進 33.7 万 t-CO2 

➢ 快適な住環境の形成 

➢ 域外へのエネルギー代金流出抑制による

地域経済循環の促進 

➢ 事業者の経営基盤の強化 

電化・燃料転換や 

電気需要の最適化の推進 
11.2 万 t-CO2 

➢ 域外へのエネルギー代金流出抑制による

地域経済循環の促進 

※ 排出削減効果：2030年度における削減見込量 

 

【施策の実施に関する指標・目標】 

指標 現状 目標 

区域の再エネ発電設備導入量（MW） 1,439 1,928 

１人当たりのエネルギー消費量（GJ/人） 69.8 59.7 

※ 区域の再エネ発電設備導入量（MW）には太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマ

ス発電が含まれる。現状：環境省「自治体排出量カルテ」より、目標：2030年度における目標値 

※ 市町村別の現状・目標は資料編参照 

■ 都市圏のガス種別排出構成比 

（2022 年度） 

暫定値 
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【各主体の取組例】 

行政の取組例 

１ 再生可能エネルギー及び蓄電池の導入支援 

地域の特色等に応じて、住民・事業者の再生可能エネルギー及び蓄電池の導入を支援します。 

２ 再生可能エネルギーの利用拡大・地産地消に向けた仕組みづくり 

住民や事業者が地域で生産された再生可能エネルギーを地域内で利用しやすい・利用できる

体制や、環境づくりについて検討していきます。 

３ 公共施設等における再生可能エネルギーの導入 

国の補助事業の活用や事業者との連携により、各公共施設に再生可能エネルギーを導入して

自立電源を確保し、レジリエンスの向上を図ります。 

４ 公共施設等における再生可能エネルギーの利用 

再エネ電気の調達や、グリーン電力証書、グリーン熱証書、再エネ由来の非化石証書等の購

入により、公共施設で使用するエネルギーを再生可能エネルギーへ転換します。 

５ 公共施設等の省エネ化 

公共施設の新築・改修時には、ＺＥＢ化検討、ＢＥＭＳ及び高効率設備機器の導入等により、

エネルギー消費量を最大限削減します。また、上下水道や廃棄物処理施設、交通インフラなど、

既存インフラの広域化・集約化、長寿命化、防災機能の向上と併せ、省エネルギー化を推進し

ます。 

６ 建築物のＺＥＨ化、ＺＥＢ化の普及促進 

建築物省エネ法の周知拡大及び適合審査の適切な運⽤により、建築物のＺＥＨ化、ＺＥＢ化

の普及啓発を行います。 

７ ＨＥＭＳ、ＢＥＭＳ、ＦＥＭＳの導入促進 

消費エネルギーの「見える化」や自動制御など、家庭や事業所で消費されるエネルギーを節

約するシステムの普及拡大を目指します。 

８ 事業所等における省エネルギー化  

事務所や工場、農林水産業等における省エネルギー効果の高い施設や機械の導入支援等によ

り化石燃料及び電力の使用量削減を推進します。 

９ エネルギーの効率的な利用促進 

省エネルギー診断に関する情報の周知とともに、関係機関などとともに、エコアクション２

１やＩＳＯ１４００１などの環境マネジメントシステムの取得促進を図ります。 

 

住民の取組例 

１ 住宅への再生可能エネルギー及び蓄電池の導入  

住宅で使用する太陽光発電などの再生可能エネルギー及び蓄電池を導入します。 

２ 住宅における再生可能エネルギーの利用 

再エネ電気の購入により、住宅で使用する電気を再生可能エネルギーへ転換します。 

３ 住宅の省エネルギー化  

住宅の新築・リフォーム時におけるＺＥＨ化や、断熱改修などによる省エネルギー化ととも

に、高効率設備機器を導入します。また、家庭のうちエコ診断などを受診し、住宅の省エネル

ギーに取り組みます。 
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コラム：再生可能エネルギーの導入による CO2削減効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム：省エネルギーに取り組むことのメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ＨＥＭＳの導入 

ＨＥＭＳの導入により家庭における効率的なエネルギー管理に取り組みます。 

 

事業者の取組例 

１ 事業所への再生可能エネルギーの導入 

事業所に設置可能な再生可能エネルギーを導入します。 

２ 事業所における再生可能エネルギーの利用 

再エネ電気の調達や、グリーン電力証書、グリーン熱証書、再エネ由来の非化石証書等の購

入により、事業所で使用するエネルギーを再生可能エネルギーへ転換します。 

３ 事業所の省エネルギー化  

省エネルギー効果の高い施設・機械の導等により化石燃料及び電力の使用量を削減します。 

４ エネルギーの効率的な利用 

省エネルギー診断等を受診するとともに、エコアクション２１やＩＳＯ１４００１などの環

境マネジメントシステムの取得に取り組みます。 

５ ＺＥＢ化、ＢＥＭＳ等の導入  

事務所のＺＥＢ化やＢＥＭＳ導入を進め、効率的なエネルギーマネジメントを実施します。 
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【都市圏が取り組む施策】 

① 再生可能エネルギーの導入や利用の促進（○：実施、△：検討） 
施策 事業例 熊

本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 太陽光発電及び蓄電地の導入促進 

住宅・事業所の屋根等を利用

した太陽光発電や蓄電池の導

入支援 など 

○ ○ △ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 
公共施設への太陽光発電最大限導入

の推進 

小中学校、水道施設等への太

陽光発電導入及び余剰電力の

他公共施設への供給 など 

○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 
地域環境と調和した再エネ設備（電

気）の導入検討 

再生可能エネルギー（風力・

水力・地熱・バイオマス）の

導入検討 

○ ○ △ △ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 
住宅及び事業所における再エネ電気

の利用促進 

再エネ電気の共同購入及びリ

バースオークション等による

再エネ電気の調達支援 など 

○ ○ ○ △ △ ○ ○ 
調整

中 
○ ○ △ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

5 次世代太陽光発電の導入可能性検討 
ペロブスカイト太陽電池の導

入可能性・導入方法等の検討 
○ ○ ○ △ ○ ○ △ 

調整

中 
－ － △ － － ○ ○ － － － － ○ － － － 

6 再エネ熱利用設備の普及促進 

太陽熱利用設備、木質バイオ

マス熱利用設備の普及啓発・

導入支援 など 

○ ○ ○ △ △ ○ － ○ － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － ○ 

 

② 徹底した省エネルギーの推進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 
省エネルギー性能の高い設備・機器の

導入促進 

高効率設備機器の導入支援 

など 
○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

2 
初期費用を抑えた手法による公共施設

の省エネ設備更新の推進 

ESCO、リース及びサブスク

等を活用した公共施設の設備

更新の検討・実施 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
調整

中 
○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 中小企業における省エネ対策の推進 

省エネ対策に関する情報提

供、省エネ最適化診断の受診

支援 など 

○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 
調整

中 
○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 公共施設における省エネ診断の推進 
公共施設における省エネ診断

の受診 
○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5 
エネルギーマネジメントシステム等の

普及促進 

HEMSや BEMS等の普及促

進、エコアクション 21等に

関する情報提供及び認証取得

支援 など 

○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 
調整

中 
○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6 
公共施設におけるエネルギー管理の徹

底 

デマンド監視装置の設置・運

用、設備機器のエコチューニ

ング 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 
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施策 事業例 熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

7 住宅や建築物の省エネルギー化 

住宅・建築物の省エネ改修及

び ZEB化・ZEH化支援 な

ど 

○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

8 公共施設の省エネルギー化 
公共施設の省エネ改修及び

ZEB化 など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

③ 電化・燃料転換や電気需要の最適化の推進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 
化石燃料から電気、より低炭素な燃料

への転換の推進 

重油・灯油等から電気及び都

市ガス等への転換に関する情

報発信 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
調整

中 
－ － ○ △ － ○ ○ －  － － ○ － － － 

2 カーボンニュートラル燃料の利用 

カーボン・オフセットガスに

関する情報発信、水素燃料設

備等の情報収集・情報発信 

など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
調整

中 
－ － ○ △ － ○ ○ － － － － ○ － － － 

3 
蓄電池やデマンドレスポンスによる電

力需給調整の推進 

住宅・事業所・公共施設への

蓄電池導入促進、小売電気事

業者と連携したデマンドレス

ポンスの実施 など 

○ ○ ○ △ △ ○ ○ 
調整

中 
○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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基本方針 2 脱炭素型の都市・地域づくりの推進 

【現状と課題】 

都市圏では、人・モノの移動に伴う温室効

果ガスの排出量が 2 番目に多く、全体の約

24%を占めており、移動時に消費する化石燃

料を削減する必要があります。一方、利用可

能な公共交通機関、通勤・通学の距離等、市

町村によって交通の実情は大きく異なって

おり、地域の実情を踏まえた対策が必要で

す。 

 

【対策・施策の目指す方向性】 

化石燃料を消費しない（または消費が少な

い）次世代自動車の普及拡大により、自動車

から排出される温室効果ガス排出量を削減

します。また、地域の実情を踏まえつつ、徒

歩・自転車空間の整備や公共交通機関の利用促進等、自動車の過度な利用を抑制します。 

 

 

【施策の効果】 

施策区分 削減見込量 副次的効果 

CO2排出量が少ない移動・輸送手段の普

及促進 
17.7 万 t-CO2 

➢ 交通渋滞の緩和 

➢ 移動手段増加による回遊性向上

（賑わい創出、消費活動の活性

化） 

➢ 大気環境の保全 

公共交通機関の利用促進 1.7 万 t-CO2 

※ 排出削減効果：2030年度における削減見込量 

 

 

【施策の実施に関する指標・目標】 

指標 備考 

公共交通機関の年間利用者数（人/年） 
市町村別ごとに設定 

※詳細は資料編参照 

 

 

 

  

■ 都市圏の部門別排出割合（2022 年度） 

暫定値 
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【各主体の取組例】 

行政の取組例 

１ 次世代自動車の導入促進 

公用車への電気自動車や燃料電池自動車などの次世代自動車の率先導入に取り組むととも

に、都市圏の住民・事業者への次世代自動車の導入促進を図ります。 

２ 公共交通機能の充実、利便性の向上 

公共交通機関の利便性向上を図ることにより、自家用車から公共交通機関への利用転換を促

進します。また、自転車の利用環境を整備します。 

３ 低炭素型交通の導入検討 

環境負荷低減を目指した交通手段の充実を図るため、グリーンスローモビリティやパーソナ

ルモビリティなど、新たな移動手段の導入を検討します。 

 

住民の取組例 

１ 次世代自動車の購入 

自動車の買い替え等の際には、電気自動車やハイブリッド車などの次世代自動車を購入しま

す。 

２ エコドライブの実践 

エネルギーの消費と温室効果ガスの排出抑制のため、エコドライブを実施します。 

３ 温室効果ガス排出の少ない交通手段の選択 

中心市街地や地域拠点には、パークアンドライドを活用して公共交通機関による移動を実践

します。また、目的地が近距離の場合は、自転車・徒歩による移動を実践します。 

 

事業者の取組例 

１ 次世代自動車の購入 

自動車の買い替え等の際には、電気自動車やハイブリッド車などの次世代自動車を購入しま

す。 

２ 利便性の高い公共交通の提供 

利便性の高い公共交通を提供します。また、幅広い世代が公共交通等を利用してアクセスで

きる地域拠点内へ、医療や商業などの都市機能を有する施設を設置します。 

３ 自転車通勤の推進 

従業員等の自転車通勤を推進します。 
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【都市圏が取り組む施策】 

① CO2排出量が少ない移動・輸送手段の普及促進（○：実施、△：検討） 
施策 事業例 熊

本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 
住民・事業者への次世代自動車の普及

促進 

次世代自動車の導入支援、次

世代自動車を利用したカーシ

ェアリングの導入 など 

○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

2 公用車への次世代自動車の率先導入 公用車の更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 
次世代自動車の普及拡大に向けたイン

フラ整備 

電気自動車等の充電設備の設

置 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 エコドライブの推進 
エコドライに関する情報発信

及び講座開催 など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5 自転車の利用促進 

自転車専用道路の整備、シェ

アサイクリングの普及促進、

駐輪場の確保 など 

○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6 歩行者が利用しやすい道路環境の整備 
歩道のバリアフリー化、緑化

等による日射対策 など 
○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

7 
海運輸送及び鉄道輸送へのモーダルシ

フト 

幹線貨物輸送から海運・鉄道

を利用した輸送方法への転換 
○ ○ △ － △ ○ － 

調整

中 
－ － ○ － － ○ ○ － － － － － － － － 

 

 

② 公共交通機関の利用促進（○：実施、△：検討） 
施策 事業例 熊

本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 公共交通機関の利用促進 

公共交通機関の利用促進に向

けた意識啓発、公共交通機関

の利便性向上 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 モビリティマネジメントの推進 

モビリティマネジメントに対

する理解促進、MaaSの普及啓

発 など 

○ ○ ○ △ △ ○ ○ 
調整

中 
○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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基本方針 3 持続可能な資源循環社会の構築 

【現状と課題】 

私たちが使用する製品は、資源の採掘・運搬・加工、製品の運搬・廃棄の全ての過程において

エネルギーを消費し、温室効果ガスを排出しています。これまでのような、大量生産・大量消費・

大量廃棄という一方通行型（リニア）の社会構造から、3R＋Renewable等の取組を通じた循環経

済（サーキュラーエコノミー）への移行が必要です。 

 

【対策・施策の目指す方向性】 

住宅及び事業所から排出される廃棄物の減量化、廃棄物の再資源化及び省資源・省 CO2製品の

普及拡大等により、サーキュラーエコノミーへの移行を推進し、持続可能な資源循環社会を目指

します。 

 

【施策の効果】 

施策区分 削減見込量 副次的効果 

廃棄物の発生抑制 6.6 万 t-CO2 
➢ 資源の有効利用 

➢ 関連産業・雇用の創出 
廃棄物の適正処理と資源循環の推進 0.7 万 t-CO2 

※ 排出削減効果：2030年度における削減見込量 

 

 

【施策の実施に関する指標・目標】 

指標 備考 

ごみの排出量（g/人・日） 
市町村別ごとに設定 

※詳細は資料編参照 

 

 

 

 

 

 

 

  

暫定値 
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【各主体の取組例】 

行政の取組例 

１ ごみの排出抑制の徹底 

家庭から発生する廃棄物の適切な分別や発生抑制を徹底します。また、食品ロス削減に取り

組みます。 

２ バイオマスエネルギー創出の促進 

家庭から出る食用油を回収する回収拠点を公民館などに設置し、バイオマスエネルギーの活

用を促進します。  

３ プラスチックの排出削減 

ワンウェイプラスチックの使用削減や、バイオプラスチックの利用を促進します。 

４ 下水処理に伴う資源の有効活用 

下水汚泥のセメント原料化やコンポスト化などの資源循環型メニューとバイオマスエネル

ギーである汚泥の燃料化を組み合わせた有効活用の展開を図ります。 

５ 下水処理水の再利用 

下水処理施設の適切な維持管理に努め、下水として処理された水資源を農業用水などに再利

用します。 

 

住民の取組例 

１ ごみ減量等への取組 

３Ｒ（ごみの排出抑制、再利⽤、リサイクル）の実践を更に進めます。 

２ バイオマスエネルギー創出への協力 

家庭から出る食用油の回収に協力することにより、地域資源を活用した再生可能エネルギー

の創出に積極的に協力します。 

３ 堆肥化資源等の活用 

下水汚泥に由来する堆肥を家庭菜園などに活用します。 

 

事業者の取組例 

１ 環境負荷低減等の取組 

生産者が製品のライフサイクル全体（原材料の選択、製造工程、使用・廃棄）における環境

負荷に対して、一定の責任を負うという拡大生産者責任（ＥＰＲ）の考え方に基づき、環境負

荷を抑えるとともに、事業活動におけるごみの排出抑制を更に進めます。 

２ バイオプラスチック等の活用 

バイオプラスチック製品の研究・開発を行います。また、同製品の使用に努めます。 

３ 下水処理水の利用 

下水処理水の農業用水への再利用により、農業生産の安定化を図るとともに、水資源の循環

利用による地下水保全や河川流量減少対策に取り組みます。 
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【都市圏が取り組む施策】 

① 廃棄物の発生抑制（○：実施、△：検討） 
施策 事業例 熊

本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 

ライフスタイル・ビジネススタイルの

転換に向けた環境教育と啓発活動の推

進 

小中学校での環境教育の実

施、ごみ処理施設を活用した

体験型環境教育の実施 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 リデュース・リユースの推進 

家庭ごみの発生抑制（マイバ

ック利用の推進等）、事業ご

みの発生抑制（多量排出事業

者への指導など） など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 プラスチックごみの削減 

ワンウェイ（使い捨て）プラ

スチックの削減、バイオプラ

スチックの利用促進 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
調整

中 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 食品ロス対策の推進 

未利用食品等を提供するため

の活動の支援、消費者・事業

者等への情報発信及び普及啓

発 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

② 廃棄物の適正処理と資源循環の推進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 廃棄物処理施設の延命化 
廃棄物処理施設の改良工事、

省エネ設備の導入 など 
○ － ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 

2 リサイクルの推進 
ごみ分別ルールの周知、不適

正排出対策 など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 プラスチックごみの再生利用の推進 

プラスチックごみの分別収

集、再商品化計画の認定取得 

など 

○ ○ ○ － ○ ○ ○ 
調整

中 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 
太陽光発電・蓄電池の適正処理、再利

用の推進 

太陽光パネル・蓄電池の廃棄

方法及びリユースの検討 
○ ○ △ － △ ○ ○ 

調整

中 
○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5 廃棄物のエネルギー利用の推進 
ごみの固形燃料化、廃食油を

活用したＢＤＦ製造 など 
○ ○ ○ － △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6 廃棄物の資源利用の推進 

生ごみの堆肥化・処理機の導

入支援、ごみ焼却灰のセメン

ト原料化 など 

○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

7 下水汚泥の有効利用 
下水汚泥の堆肥化、エネルギ

ー利用の推進 
○ － 〇 － ○ － － ○ － － ○ △ － ○ － － － － ○ － ○ － － 

8 下水熱利用設備の導入 
下水熱（温度差エネルギー）

を利用した設備の導入 
△ － △ － － － － － － － △ － － － － － － － － － － － － 

9 下水処理水の再利用 下水処理水の農業利用 ○ － △ ○ － － － － － － ○ △ － － － － － － － － ○ － － 
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基本方針 4 豊かな自然環境の保全と環境に配慮した農林水産業の推進 

【現状と課題】 

都市圏には、豊富な地下水や森林、農地等が広がり、私たちの社会活動・経済活動の基盤とな

っています。自然環境を保全することは、地球温暖化対策に貢献することにもなります。例えば、

森林整備は地下水かん養対策、CO2の吸収源対策になります。また、環境保全型農業による化学

肥料等の低減は、温室効果ガスの一種である一酸化二窒素（N2O）の削減につながります。 

自然環境保全の取組を通し、温室効果ガスの排出削減を進めていく必要があります。 

 

【対策・施策の目指す方向性】 

森林の適正な整備・保全を推進し、森林吸収量の継続的な確保及び更なる拡大を目指します。

また、環境に配慮した農林水産業への転換を図り、地球温暖化対策及び自然環境の保全を推進し

ます。 

 

【施策の効果】 

施策区分 削減見込量 副次的効果 

地下水保全の推進 － ➢ 水資源の確保 

環境に配慮した農林水産業の推進 0.6 万 t-CO2 

➢ 農林水産業の付加価値向上 

➢ 農林水産業の省人化・省エネ化

による経営基盤の強化 

豊かな森・海づくりの推進 44.1 万 t-CO2 

➢ CO2吸収源の確保 

➢ 生物多様性及び生態系サービス

の保全 

都市緑化の普及促進 － 

➢ 都市部におけるヒートアイラン

ド現象の緩和 

➢ 都市部における生物多様性の保

全 

※ 排出削減効果：2030年度における削減見込量 

 

 

【施策の実施に関する指標・目標】 

指標 備考 

森林整備面積（ha） 
市町村別ごとに設定 

※詳細は資料編参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

暫定値 
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【各主体の取組例】 

行政の取組例 

１ 地下水保全対策 

地下水の保全について住民の理解を促進するため、地下水を育むＰＲ等に取り組みます。ま

た、水使用量の削減のため、節水運動を継続して推進します。 

２ 雨水有効活用の促進 

雨水貯留施設や雨水浸透枡施設の整備を促進します。また、行政施設において、雨水浸透施

設等のかん養施設の設置を促進します。 

３ 環境保全型農業の推進 

化学肥料・化学合成農薬を低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に

効果の高い営農活動を支援します。  

４ 家畜排せつ物の有効活用 

家畜排せつ物の堆肥化やバイオマス資源としての活用等を推進します。 

５ 森林整備事業 

公有林の適切な維持管理や整備、私有林の森林経営管理制度による整備や私有林整備のため

の支援を行い、森林の維持拡大に努めます。 

６ 林業の担い手育成 

林業の就業者対策、林業への就業に必要な知識・技術等の習得を行う青年に対する支援に努

めます。 

７ 都市緑化の支援  

ヒートアイランド対策として、屋上・壁面などの建築物の緑化を推進します。 

 

住民の取組例 

１ 地下水保全対策 

地下水保全の取組などを学び、水源かん養林の保全や地下水かん養域で生産される農産物の

積極的な購入などにより地下水のかん養に貢献するとともに、各家庭や学校などにおいて節水

を実践します。 

２ 雨水の有効活用 

雨水貯留施設や雨水浸透枡施設を整備します。 

３ 環境に配慮して生産された農作物等の選択 

化学肥料・化学合成農薬を低減する取組など、環境に配慮して生産された安全・安心な農作

物等を積極的に選択・消費します。 

４ 身近な緑の保全、創出への協力 

市街地における豊かな緑の保全に取り組みます。ヒートアイランド対策として、緑のカーテ

ンや庭木の植栽、プランターの設置などにより、住宅等の緑化を推進します。 

事業者の取組例 

１ 地下水保全対策 

地下水保全の取組などを学び、水源かん養林の保全や地下水かん養域で生産される農産物の

積極的な購入などにより地下水のかん養に貢献するとともに、事業活動において節水や水使用

の合理化を実践します。 
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２ 環境保全型農業の実践  

化学肥料・化学合成農薬を低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に

効果の高い営農活動を実践します。 

３ 家畜排せつ物の適正処理と堆肥等の活用  

家畜排せつ物を適正に処理するとともに、堆肥等を積極的に活用した土づくりに取り組みま

す。 

４ 森林整備事業  

私有林の適切な維持管理や整備、森林整備を行います。 

５ 環境保全協定  

自主的な環境保全対策を事業者に促すため、環境保全協定を締結します。 

６ 都市緑化への協力 

市街地における豊かな緑の保全に取り組みます。ヒートアイランド対策として、緑のカーテ

ンや庭木の植栽、プランターの設置などにより、事業所敷地の緑化を推進します。 
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【都市圏が取り組む施策】 

① 地下水保全の推進（○：実施、△：検討） 
施策 事業例 熊

本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 水資源保全意識の高揚 
節水運動、節水に関する講座

開催 など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 地下水質の保全 
地下水質のモニタリング、家

畜排せつ物の適正処理 など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 雨水有効利用の促進 
雨水貯留施設や雨水浸透施設

の設置支援 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 地下水かん養対策の推進 
水田湛水や水源かん養林の整

備 など 
○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

② 環境に配慮した農林水産業の推進（○：実施、△：検討） 
施策 事業例 熊

本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 環境保全型農業の推進 
みどりの食料システム法の認

定制度の普及促進 など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 
バイオ炭の農地施用による土壌炭素貯

留 

バイオ炭の製造・施用等に係

るスキーム構築 など 
△ △ △ － △ △ △ 

調整

中 
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ － △ △ △ △ 

3 家畜排せつ物の有効活用 

家畜排せつ物の堆肥化及びバ

イオマスエネルギーとしての

活用 など 

○ － △ ○ － － － 
調整

中 
－ － － △ － － － ○ ○ ○ － － － ○ － 

 

③ 豊かな森・海づくりの推進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 森林整備事業 

森林管理経営制度及び森林整

備計画等に基づく適正な維持

管理・整備、森林整備に関す

る補助事業 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ 

2 環境保全協定による森林保全 環境保全協定の締結 など ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
調整

中 
○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ 

3 林業担い手育成 
林業の就業者に対する知識・

技術習得支援 など 
○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 

調整

中 
○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ 

4 藻場・干潟の保全 

干潟の環境保全、藻場の創出

NPO及び漁協等と連携した保

全活動の実施 など 

△ － － － △ △ － － － － － ○ － － － － － － － － － － － 
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④ 都市緑化の普及促進 

施策 事業例 熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 民有地の緑化支援 
屋上・壁面緑化等に対する支

援、記念樹等の配布 など 
○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 

調整

中 
○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 

2 公共施設における緑化推進 
公共施設の緑化事業、緑のじ

ゅうたん事業 など 
○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 緑化意識の高揚 
花いっぱい運動、グリーカー

テンコンテストの開催 など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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基本方針 5 脱炭素につながる行動変容の促進と環境投資の推進 

【現状と課題】 

地球温暖化は、地域社会及び社会経済活動に深く関わっており、また、将来世代にも大きな影

響を及ぼす問題です。このため、住民・事業者・行政等のすべての主体が参加・連携して、脱炭

素の取組を進めていく必要があります。 

 

【対策・施策の目指す方向性】 

住民や事業者に対して、地球温暖化に関する情報提供や支援を行うことにより、エネルギー消

費の少ないライフスタイル及び脱炭素経営への転換を促進し、2050 年カーボンニュートラルの

実現を目指します。 

 

【施策の効果】 

施策区分 削減見込量 副次的効果 

脱炭素につながるライフスタイルの 

普及促進 
17.8 万 t-CO2 

➢ 自然災害及び熱中症等、気候変

動の影響に適応した安心安全な

生活への転換 

脱炭素経営・ビジネスの普及促進 0.03 万 t-CO2 
➢ 事業活動の持続可能性向上（投

資・人材獲得力等の強化） 

※ 排出削減効果：2030年度における削減見込量 

 

 

【施策の実施に関する指標・目標】 

指標 現状 目標 

脱炭素化への取組を実施している住民の割合(%) 39 53 

脱炭素化への取組を実施している事業者の割合(%) 32 48 

※ 目標：2030年度における目標値 

※ 市町村別の現状・目標は資料編参照 

 

 

  

暫定値 
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【各主体の取組例】 

行政の取組例 

１ デコ活の普及拡大 

デコ活に関する情報収集・情報発信を行い、再エネの利⽤や家庭エコ診断の受診等、家庭に

おける脱炭素の取組の普及を図ります。 

２ 環境教育の推進 

学童期等から気軽に環境について学ぶことができる機会・仕組みづくりに取り組みます。 

３ 環境教育イベントの開催 

地球温暖化対策に関するイベントを開催することで、地球温暖化対策の認知度と環境意識の

向上を図ります。 

４ J－クレジットの活用促進 

国内で運用されている J－クレジット制度の普及啓発や当該制度の活用促進に取り組みます。 

５ カーボン・オフセットの推進 

各市町村の環境イベントや事務事業で排出される温室効果ガスのカーボン・オフセットの取

組を促進します。 

６ 環境関連産業の活性化 

豊富な太陽光エネルギーや水・緑といった地域特性を活かした環境関連産業の積極的な誘致

に取り組みます。 

 

住民の取組例 

１ 環境教育やイベント等への参加 

学校や地域で行われる環境教育やイベント等に参加し、地球温暖化対策や省エネルギーに関

する知識を学び、地域の人々と情報交換することで環境意識の向上を図ります。 

２ 森林管理に向けた協力 

温室効果ガスの吸収源対策となる植林活動等に積極的に参加し、適切な森林管理に協力しま

す。 

３ カーボン・オフセット活動への貢献 

カーボン・オフセット付き商品やサービスなど、環境にやさしい商品を購入し、カーボン・

オフセット活動に貢献します。 

 

事業者の取組例 

１ 従業員等への環境教育の実施 

省エネルギーや環境配慮に関する啓発を行うとともに、各事業所における環境行動を促進し

ます。 

２ 環境教育イベントへの参加等 

事業者自らが地球温暖化をテーマとした環境教育イベントに参加したり、開催することで、

地域全体の環境意識の向上を図ります。 

３ Ｊ－クレジットの活用 

J－クレジットの購入を通して、自ら排出する温室効果ガスをオフセットするとともに、森林

保全活動や省エネルギー活動の促進に貢献します。 
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４ 省エネルギー製品などの開発等 

環境負荷を軽減する省エネルギー製品等の開発に係る事業を展開します。 

５ ＥＳＧ投資を踏まえた事業展開 

環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）を考慮した事業を行います。 
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【都市圏が取り組む施策】 

① 脱炭素につながるライフスタイルの普及促進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 
脱炭素につながる活動「デコ活」の推

進 

「デコ活」に関する情報発

信、参加型イベントの開催 

など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
調整

中 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 環境教育の推進 
小中学校等における脱炭素に

関する教育等 など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 
多様な主体と連携した脱炭素意識の啓

発 

メディアと連携した情報発

信、商業施設及びスポーツ施

設等での脱炭素イベントの開

催 など 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
調整

中 
○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 農林水産物の地産地消の推進 
都市圏の農林水産物及び加工

品に対する認知度向上 など 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

調整

中 
○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

② 脱炭素経営・ビジネスの普及促進（○：実施、△：検討） 

施策 事業例 熊
本
市 

玉
名
市 

山
鹿
市 

菊
池
市 

宇
土
市 

宇
城
市 

阿
蘇
市 

合
志
市 

美
里
町 

玉
東
町 

南
関
町 

長
洲
町 

和
水
町 

大
津
町 

菊
陽
町 

高
森
町 

西
原
村 

南
阿
蘇
村 

御
船
町 

嘉
島
町 

益
城
町 

甲
佐
町 

山
都
町 

1 脱炭素経の意識醸成・普及促進 
金融機関等の関係機関と連携

したセミナー開催 など 
○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 

調整

中 
○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 
事業活動に伴う温室効果ガス排出量の

見える化促進 

排出量の見える化に関する研

修会の開催、排出量の見える

化ツールの配布など 

○ ○ ○ － ○ ○ ○ 
調整

中 
○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 エコアクション 21等の普及促進 

エコアクション 21、SBT等

に関する情報提供及び認証取

得支援 など 

○ ○ ○ － △ ○ ○ 
調整

中 
○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 
推進パートナー制度による事業者の意

識高揚 

都市圏の取組に協賛する事業

者の募集・公表 など 
○ ○ ○ － ○ ○ ○ 

調整

中 
○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5 スマート農林水産業の普及促進 

スマート農林水産業に関する

研修及びセミナーの開催、農

林水産業の実証・設備等導入

支援 など 

○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 
調整

中 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6 炭素クレジットの創出及び利用促進 

地域資源等を活用した J-クレ

ジットの創出、都市圏の脱炭

素に資するクレジットの利用

方法検討 など 

○ ○ ○ △ △ ○ ○ 
調整

中 
○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

7 脱炭素に向けた投資環境の整備 

金融機関と連携したサステナ

ブルファイナンスの策定・運

用 

○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 

8 脱炭素関連技術・産業の育成支援 

地元事業者や大学等と連携し

た新たな技術開発やビジネス

抄出の支援、省エネ・再エ

ネ・廃棄物等の脱炭素の進展

に資する技術開発を行う事業

者への資金・人材等の支援 

など 

○ ○ ○ － △ ○ ○ 
調整

中 
－ － － － － － － － － － － － － － － 
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コラム：日常生活でできる適応策 

 取組例を紹介予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５-３ 適応策に関する取組 

適応策とは 

適応策とは、地球温暖化や気候変動による悪影響を軽減するため、自然や社会のあり方を調整す

る対策のことです。 

温室効果ガスの排出量を減らす「緩和策」とは対照的に、既に起きてしまっている、あるいは将

来避けられない気候変動の影響に対処することを目的としています。 

適応策の対象は、農林水産業、水環境・水資源、自然生態系など、多岐に渡ります。 

 

【適応策の例】 

① 農業 

高温でも育ち、品質を確保できる農作物を開発

し、栽培する。 

② 健康 

熱中症を予防するため、小まめに水分を補給す

る。 

③ 災害 

台風や大雨による洪水・土砂崩れ等に備え、避難

経路・避難所を確認しておく。 

 

 

 

  

資料：環境省「気候変動適応情報プラットフォームポー

タルサイト」 
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① 農林水産業分野 

【都市圏で懸念される影響】 

農作物 ▷ 高温、多雨あるいは少雨による生育不良、品質の低下、収量への影響 

畜産 ▷ 気温の上昇による家畜の生産能力、繁殖能力の低下 

林業 
▷ 気温上昇や水ストレスによる樹木の成⾧抑制 

▷ 森林病害虫の分布拡大 

水産業 
▷ 海水温の上昇による漁場の変化 

▷ 藻場の減少や回復の遅れ 

 

【農林水産業分野の適応策】 

○ 水稲 

気温上昇による生育・発達障害が懸念され、高温は水稲の品質（等級・ブランド品種）にも影

響を与えることから、高温耐性品種の導入・普及を図ります。 

また、長期の天候不順による生育不良や病害虫の発生が懸念されることから、ほ場における気

象データのモニタリング、IoT等を活用した農業の機械化などの対策を進めます。 

 

○ 野菜 

気温上昇によって、冷涼地で育つ作物が育たないことや施設野菜の高温による着果不良の多発、

越冬しやすくなることによる害虫の増加等の影響が懸念されます。気温上昇によるプラスの影響

として農作物の増産等があることから、新しい品目や品種の導入を推進します。 

 

○ 果樹 

気温上昇によって病害虫の発生の増加が懸念されることから技術指導等を行います。 

 

○ 農業施設・設備 

降水量の変化により、水不足あるいは水害の発生が懸念され、自然的、社会的要因で生じた農

業用施設の機能低下の回復や災害の未然防止を図るための整備、防災機能を維持するための長寿

命化対策を実施します。 

また、河川に近接する農地の対策も必要であることに加えて、水害による農作物の流出や農業

廃棄物の発生などが生じる恐れがあるため、水害による園芸施設への被害対策として、農業用ハ

ウスの補強などの支援を行います。 

 

○ 林業 

集中豪雨等の極端現象によって、林道への被害が生じる恐れがあることから、適切な間伐や下

刈り実施による森林の健全化を進めます。 

 

 

  

記載内容に関連する写真等を掲載予定 



 

88 

② 水環境・水資源分野 

【都市圏で懸念される影響】 

水環境 
▷ 降水パターンの変化に伴う河川への土砂流入量増加や水温上昇による、河川及び 

沿岸域の水質変化 

水資源 ▷ 無降水日数の増加による、渇水リスクの増大 

 

【水環境・水資源分野の適応策】 

○ 水環境 

公共用水域の水質調査を行い、水質の状況を把握するとともに、ホームページ等で情報発信し

ます。 

 

○ 水資源 

水の重要性について住民の関心・理解を深めるための教育及び普及啓発活動を実施します。 

また、地下水量を保全するため、水源かん養林の整備、水田を活用した地下水かん養事業、雨

水浸透施設の設置拡大を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 自然生態系分野 

【都市圏で懸念される影響】 

在来種 
▷ 動植物の分布域やライフサイクルの変化等に伴う生態系サービスへの影響 

▷ 種の絶滅リスクの高まり 

外来種 ▷ 外来種の侵入や定着率の変化 

 

【自然生態系分野の適応策】 

○ 自然環境の把握 

住民や NPO、事業者等と連携して、気候変動による在来種の動植物及び生態系の変化や、特定

外来生物の侵入・定着状況を把握するとともに、ホームページ等で情報発信します。 

 

○ 自然環境の保全 

動植物の生息・生育の基盤となる里地里山、田園地帯の小水路、河川、河川敷・河畔林、湿地、

まちなかの公園・緑地等、生物の往来に必要な生態系ネットワークの形成を図ります。 

 

 

 

 

  

記載内容に関連する写真等を掲載予定 

記載内容に関連する写真等を掲載予定 
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④ 自然災害・沿岸域分野 

【都市圏で懸念される影響】 

洪水・ 

内水氾濫 
▷ 河川の流下水能力や下水道施設の排水能力を豪雨等による水害の発生 

高潮・高波 ▷ 海面水位の上昇や、台風の大型化による高潮・高波の発生リスクの増大 

土砂災害 ▷ 大雨の増加によるがけ崩れなどの発生 

 

【自然災害・沿岸域分野の適応策】 

○ 避難行動の周知 

洪水・内水ハザードマップや、土砂災害ハザードマップの作成・更新を行うとともに、住民・

事業者に広く周知し、地域の災害発生リスク及び安全な避難行動に対する理解促進を図ります。 

 

○ 要配慮者利用施設の避難支援 

洪水・内水氾濫や、土砂災害のおそれのある区域にある福祉施設や病院などの要配慮者利用施

設を把握し、災害発生時の避難確保計画の作成を支援するとともに、避難情報の発令時における

円滑な情報伝達を図ります。 

 

○ 洪水防止対策 

浸水被害を軽減し、流域の住民の安全を守るため、川幅の拡幅や川底の掘り下げ等の改修工事

を行います。 

また、雨水貯留施設の設置を拡大することで、下水道に流れ込む雨水を一時的に貯留し、浸水

被害を軽減します。 

 

 

 

 

  

記載内容に関連する写真等を掲載予定 
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⑤ 健康分野 

【都市圏で懸念される影響】 

暑熱 
▷ 夏季の気温上昇による熱中症患者発生数の増加と高齢者への影響の深刻化 

▷ 夏季の熱波の頻度が増加することで、熱ストレスによる死亡率や罹患率が増加 

感染症 ▷ 感染症を媒介する動物の分布域変化により、動物媒介性感染症のリスク増加 

大気汚染 ▷ 気温上昇と生成反応の促進等により、大気中のオキシダント等の濃度増加による

健康被害が増加 

 

【健康分野の適応策】 

○ 暑熱対策 

関係機関と連携して、熱中症対策に関する情報提供や注意喚起を行います。 

また、クーリングシェルターの拡充を図るとともに、熱中症特別警戒情報発表時のクーリング

シェルター利用を促します。 

 

○ 感染症対策 

蚊などの感染症媒介する動物や感染症の発生動向を把握し、必要に応じて情報提供や注意喚起

を行い、感染症の予防を図ります。 

 

 

○ 大気汚染物質のモニタリング 

大気環境のモニタリングを行い、光化学オキシダント等が高濃度となる場合は、注意報や健康

被害防止に向けた行動を周知します。 

 

 

 

 

 

  

記載内容に関連する写真等を掲載予定 
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⑥ 産業・経済活動、生活分野 

【都市圏で懸念される影響】 

産業・ 

経済活動、 

生活 

▷ 大雨や台風等による各種インフラ・ライフラインの遮断、事業活動継続への影響、

災害廃棄物の大量発生 

▷ 気温上昇による都市部におけるヒートアイランド現象の進行 

 

【産業・経済活動、生活分野の適応策】 

○ 経済活動の機能不全に対する備え 

関係機関と連携して、中小企業強靭化法に基づく事業継続力強化計画や BCP の普及啓発及び

計画策定支援に取り組み、中小企業の防災力強化を図ります。 

 

○ 非常用電源の確保 

災害時の停電リスクに備えるため、住宅・事業所・避難所等への太陽光発電や蓄電池等の導入

を促進します。 

 

○ 災害廃棄物への対応 

災害時には、災害廃棄物処理計画に基づき、関係機関と連携して災害廃棄物を迅速かつ適正に

処理できる体制を構築します。 

 

○ ヒートアイランド現象の緩和 

建築物の緑化、街路樹の整備など、市街地の緑化を推進します。 

また、自動車からの排熱を軽減するため、渋滞の緩和対策、公共交通機関の利用促進等に取り

組みます。 

 

○ 気候変動に適応したライフスタイルへの転換 

緑のカーテンの活用や、省エネルギー機器等の導入を推進し、暑熱環境に適応したライフスタ

イルの普及に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

記載内容に関連する写真等を掲載予定 
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第６章 地域脱炭素化促進事業 

６-１ 地域脱炭素化促進事業とは 

温対法第 21 条第 5 項により、市町村は、地域の地球温暖化対策に係る計画の策定において、区

域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出量の削減等を行うための施策に関する事項を

定める際に、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めることとされています（努力義務）。 

地域脱炭素化促進事業とは、再エネを利用した地域の脱炭素化のための施設（地域脱炭素化促進

施設）の整備及びその他の「地域の脱炭素化のための取組」を一体的に行う事業であって、「地域の

環境の保全のための取組」及び「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」を併せて行うも

のと定義されています。 

 

■ 地域脱炭素化促進事業のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（地域脱炭素化促進事

Ver.2.0令和７年３月）」 
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６-２ 都市圏における地域脱炭素化促進事業 

（１） 地域脱炭素化促進事業の目標  

本計画では、地域脱炭素化促進事業の創出・認定を推進し、地域裨益型の再エネの導入拡大を

図ります。 

 

■ 地域脱炭素化促進事業の目標 

指標 
現状 

（2025年度） 

目標 

（2035年度） 

地域脱炭素化促進事業の認定件数（件） 0 3 

 

 

（２） 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域（促進区域） 

① 促進区域設定の考え方 

再エネ促進区域は、「地区・街区指定型」「公有地・公共施設活用型」「事業提案型」の区分で設

定します。 

 

■ 都市圏における促進区域の設定区分 

区分 内容 

公有地・公共施設活用型 
市町村が有する土地・施設等を対象とし、再エネ導入による平常時の自

家消費及び災害時のエネルギー確保を実施 

地区・街区指定型 
工業施設や商業施設など、エネルギー需要が高い施設が集積する地域を

対象とし、再エネ導入・自家消費を重点的に行うエリアとして設定 

事業提案型 

住民及び事業者等による提案を受けることなどにより、個々のプロジェ

クトの予定地を促進区域として設定（現時点において具体的な提案がな

くても、事業者及び住民等のニーズに応じて、促進区域を追加指定する

ことを想定） 

 

② 都市圏における促進区域 

都市圏の促進区域については、「別紙 熊本連携中枢都市圏における地域脱炭素化促進事業の

対象となる区域」に示します。 

 

 

（３） 地域脱炭素化促進施設の種類及び規模 

地域脱炭素化促進施設の種類は、太陽光発電とします。 

地域脱炭素化促進施設の規模は、建築物の屋根及び壁面に設置する場合には、促進区域及び事

業の状況に応じた適切な規模とします。地上設置型太陽光発電については、熊本県環境影響評価

条例及び熊本市環境影響評価条例（もしくは各市町村の環境影響評価条例）の対象規模未満（出

力 3万 kW未満）とします。 
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（４） 地域の脱炭素化のための取組 

地域脱炭素化促進事業の実施に当たっては、地域脱炭素化促進施設の整備とあわせ、以下の脱

炭素化のための取組を実施することとします。 

 

■ 都市圏の促進区域における地域の脱炭素化のための取組 

区分 内容 

再生可能エネルギーの

地産地消 

発電で得られた電気を自家消費するとともに、余剰電力は都市圏の住民や事

業者が利用するエネルギーとして活用すること 

モビリティの脱炭素化 
再エネ電気を活用した電動車の導入等、モビリティの脱炭素化に資する取組

を実施すること 

 

 

（５） 地域の環境の保全のための取組 

地域脱炭素化促進事業の実施に当たっては、地域の環境を保全するために考慮すべき事項を下

表のとおり定めます。地域脱炭素化促進事業の事業者は、事業計画において下表の事項に関する

具体的な取組を設定することになります。 

また、これに加え、促進区域が含まれ市町村の条例等に掲げられた環境保全や環境配慮、景観

要素等を踏まえた対策を講じることとします。 

 

■ 都市圏の促進区域における地域の環境の保全のための考慮すべき事項（共通事項） 

考慮すべき事項 取組の考え方 

騒音による影響 

✓ パワーコンディショナの設置場所を調整して保全対象施設や

住宅からの離隔距離を確保すること、又はパワーコンディシ

ョナに囲いを設ける等の防音対策を講じること。  

✓ 地域の環境、騒音、振動に係る環境基準、騒音規制法、熊本県

生活環境の保全等に関する条例に基づく規制基準等の情報を

収集し、地域の環境保全について適正に配慮すること。 

水の濁りによる影響 

✓ 事業実施の検討に当たっては、雨水の流出量や浸透・かん養量

の変化について適切に調査を行い、その結果を踏まえ、水質や

水象への影響を回避又は低減すること。  

✓ 漁業権が設定されている場合、飲用水や農業用水等としての利

水が行われる場合、必要な対策を実施すること。  

✓ 沈砂池、濁水処理施設等を設置するなど、適切な濁水発生防止

策を講じること。 

反射光による影響 ✓ 敷地境界や道路境界から一定程度の離隔や植栽などの対策を

講じる等、配置場所、角度等について配慮すること。 

動物の重要な種及び 

注目すべき生息地への 

影響 

✓ 事業に先立ち、現況について聴取するとともに、必要に応じて

調査を行い、適切な措置を講じること。 

主要な眺望点及び 

景観資源並びに 

主要な眺望景観への影響 

✓ 事業に先立ち、必要に応じた調査を行い、景観・観光資源と調

和した太陽光発電設備とするなど必要な措置を講じること。 
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考慮すべき事項 取組の考え方 

その他県が発電施設の特

性、地域特性に応じて 

特に配慮が必要と判断す

る事項 

【傾斜 30度以上】 

✓ 「傾斜地設置型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライ

ン」（NEDO等）での要求のほか、表面侵食、斜面崩壊、土砂流

出、基礎・架台の構造安全性および施工方法について特別な配

慮をした上で設置すること。 

【活断層】 

✓ 事業に先立ち、調査を行い、活断層の直上・近辺を避ける等、

必要な措置を講じること。 

 

 

（６） 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組 

地域脱炭素化促進事業の実施に当たっては、地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組事

項を以下のとおり定めます。地域脱炭素化促進事業の事業者は、事業計画において以下の事項に

関する具体的な取組を設定することになります。 

① 地域の経済活性化に資する取組 

② 地域の課題解決に資する取組 

③ 地域の防災対策の推進に資する取組 
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第７章 計画の推進体制・進捗管理 

７-１ 推進体制 

本計画の推進体制は、以下のとおりです。  

各市町村の政策会議等において、庁内調整を行った後、「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策連

絡会議」で都市圏全体での協議を経て、外部委員で構成する「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策

協議会」へ報告します。 

また、委員会からの助言等を踏まえ、市民、事業者、市民団体、大学等研究機関、国・県、さら

には熊本県・熊本市地球温暖化防止活動推進センター、地球温暖化防止活動推進員等との連携を図

りながら、本計画の削減目標達成に向け取り組みます。 

 

■ 推進体制の役割 

○ 各市町村の庁内体制 

各市町村では庁内推進部局を中心に、施策の進捗状況を確認するとともに温室効果ガス削減量を

算定します。また、庁内での政策会議等で計画の進捗状況の点検評価を行いながら、適宜施策の検

討や見直しを行います。 

 

○ 熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策連絡会議 

各市町村の温暖化対策担当部局で構成する「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策連絡会議」にお

いて、計画の進捗状況及び温室効果ガス排出量の点検・評価を行います。また、都市圏全体で情報

を共有するとともに、削減目標に向けた課題を整理し、更なる連携策等の検討を行います。 

 

○ 熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策協議会 

国、県、有識者、市民・事業者の代表、市民団体等により構成する「熊本連携中枢都市圏地球温

暖化対策協議会」において、都市圏域全体の温暖化対策の進捗状況や温室効果ガス排出量を報告し、

それぞれの立場から計画推進に向けた助言等をいただきます。 

 

○ 熊本県及び熊本市地球温暖化防止活動推進センター、熊本県及び熊本市地球温暖化防止活動推

進員との連携 

熊本県及び熊本市には、それぞれ地球温暖化防止活動推進センターが設置され、地球温暖化防止

活動推進員が委嘱されています。推進センターや推進員は、地球温暖化の現状や温暖化対策の重要

性についての県民・市民への啓発活動や、市民・事業者・民間の団体等の温暖化対策に係る活動支

援や助言を行うなど、温暖化防止に寄与する活動を進めており、これらの関係者相互の更なる連携

を促進し、本計画の推進を図ります。 

 

○ 熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画事務局 

熊本市に「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画事務局」を設置し、各市町村の温暖化対

策の進捗状況や温室効果ガス排出量などを管理し、都市圏域全体として計画を実行していくための

連絡調整に係る事務を行います。 
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■ 推進体制図 

 
 

 

７-２ 進捗管理 

（１） 施策の進め方 

本計画に掲げる緩和策及び適応策については、各市町村におけるこれまでの取組実績や地域特

性を生かして事業化に取り組む「実施事業」とともに、現時点では実施は難しいものの、将来の

実施を見据えて検討を進める「検討事業」も推進していきます。なお、この「検討事業」は事業

化となった時点で「実施事業」へ移行します。  

また、すべての事業について、毎年度、進捗状況等を検証しながら推進と拡大を図っていきま

す。 

 

（２） ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理 

進捗管理はＰＤＣＡサイクルにより行います。このＰＤＣＡサイクルは２つのサイクルで構成

します。 

 

○ 各市町村の庁内でのＰＤＣＡサイクル 

各市町村における緩和策・適応策の進捗状況の点検・評価や温室効果ガス排出量の算定等を実

施し、必要に応じて取組内容の見直し等を検討します。 

 

○ 都市圏全体でのＰＤＣＡサイクル 

各市町村の進捗状況や削減量等を取りまとめ、都市圏域全体での緩和策・適応策の進捗状況や

温室効果ガス排出量等の検証を行います。 

 

 


